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ページ 改    正    案 現        行 １ １ 土工事 （１）切土又は盛土をする場合に切土又は盛土をする場合に切土又は盛土をする場合に切土又は盛土をする場合において，地下水によりがけ崩れ又は土砂の流出がおいて，地下水によりがけ崩れ又は土砂の流出がおいて，地下水によりがけ崩れ又は土砂の流出がおいて，地下水によりがけ崩れ又は土砂の流出が    生じるおそれがあるときは，造成工事に係る宅地の区域（以下「造成区域」）生じるおそれがあるときは，造成工事に係る宅地の区域（以下「造成区域」）生じるおそれがあるときは，造成工事に係る宅地の区域（以下「造成区域」）生じるおそれがあるときは，造成工事に係る宅地の区域（以下「造成区域」）内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように，排水施設が設置さ内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように，排水施設が設置さ内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように，排水施設が設置さ内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように，排水施設が設置されていること。排水施設は，その管きょの勾配及び断面積が，切土又は盛土をれていること。排水施設は，その管きょの勾配及び断面積が，切土又は盛土をれていること。排水施設は，その管きょの勾配及び断面積が，切土又は盛土をれていること。排水施設は，その管きょの勾配及び断面積が，切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いてした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いてした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いてした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。とする。とする。とする。 （２）（２）（２）（２）宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成行為によって生じたが行為によって生じたが行為によって生じたが行為によって生じたがけ面は，崩壊しないように，次の基準により，け面は，崩壊しないように，次の基準により，け面は，崩壊しないように，次の基準により，け面は，崩壊しないように，次の基準により，擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられている擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられている擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられている擁壁の設置，石張り，芝張り，モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。こと。こと。こと。    アアアア    切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ，盛土をした土切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ，盛土をした土切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ，盛土をした土切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけ，盛土をした土    地の部分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした地の部分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした地の部分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした地の部分に生ずる高さが１ｍをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした    土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけのがけ面は，擁壁でおおわな土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけのがけ面は，擁壁でおおわな土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけのがけ面は，擁壁でおおわな土地の部分に生ずる高さが２ｍをこえるがけのがけ面は，擁壁でおおわな    ければならない。ただし，切土をした土地の部分に生ずることとなるがけければならない。ただし，切土をした土地の部分に生ずることとなるがけければならない。ただし，切土をした土地の部分に生ずることとなるがけければならない。ただし，切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ    又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面については，この又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面については，この又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面については，この又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面については，この    限りでない。限りでない。限りでない。限りでない。    （ア）（ア）（ア）（ア）土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾配    が同表の中欄の角度以下のものが同表の中欄の角度以下のものが同表の中欄の角度以下のものが同表の中欄の角度以下のもの    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （イ）土質が（ア）の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾（イ）土質が（ア）の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾（イ）土質が（ア）の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾（イ）土質が（ア）の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾    配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので，その上端配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので，その上端配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので，その上端配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので，その上端    から下方に垂直距離５ｍ以内の部分。から下方に垂直距離５ｍ以内の部分。から下方に垂直距離５ｍ以内の部分。から下方に垂直距離５ｍ以内の部分。     

１ 土工事 （１）軟弱地盤やがけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地軟弱地盤やがけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地軟弱地盤やがけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地軟弱地盤やがけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地である場合は，切土，盛土，地盤の改良，法面の保護，擁壁又は排水施設を設である場合は，切土，盛土，地盤の改良，法面の保護，擁壁又は排水施設を設である場合は，切土，盛土，地盤の改良，法面の保護，擁壁又は排水施設を設である場合は，切土，盛土，地盤の改良，法面の保護，擁壁又は排水施設を設置するなど安全上必要な措置を講じること。置するなど安全上必要な措置を講じること。置するなど安全上必要な措置を講じること。置するなど安全上必要な措置を講じること。                 （２）切土又は（２）切土又は（２）切土又は（２）切土又は盛土をした土地の部分に生じるがけ面（「がけ」とは，地表面が水平盛土をした土地の部分に生じるがけ面（「がけ」とは，地表面が水平盛土をした土地の部分に生じるがけ面（「がけ」とは，地表面が水平盛土をした土地の部分に生じるがけ面（「がけ」とは，地表面が水平に対し３０°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以に対し３０°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以に対し３０°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以に対し３０°を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい，｢がけ面｣とは，その地表面をいう。）には擁壁を設けること。外のものをいい，｢がけ面｣とは，その地表面をいう。）には擁壁を設けること。外のものをいい，｢がけ面｣とは，その地表面をいう。）には擁壁を設けること。外のものをいい，｢がけ面｣とは，その地表面をいう。）には擁壁を設けること。ただし，切土をした土地の部分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のよただし，切土をした土地の部分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のよただし，切土をした土地の部分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のよただし，切土をした土地の部分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のような場合には，この限りでない。うな場合には，この限りでない。うな場合には，この限りでない。うな場合には，この限りでない。                    アアアア    次表中左欄の土質に応じ，中欄の勾配以下で切り取る場合次表中左欄の土質に応じ，中欄の勾配以下で切り取る場合次表中左欄の土質に応じ，中欄の勾配以下で切り取る場合次表中左欄の土質に応じ，中欄の勾配以下で切り取る場合    イイイイ    次表中左欄の土質に応じ，一部分に限り（垂直距離５ｍ以内に限る。）次表中左欄の土質に応じ，一部分に限り（垂直距離５ｍ以内に限る。）次表中左欄の土質に応じ，一部分に限り（垂直距離５ｍ以内に限る。）次表中左欄の土質に応じ，一部分に限り（垂直距離５ｍ以内に限る。）            右欄の勾配以下で切り取り，他の部分は，中欄の勾配以下で切り取右欄の勾配以下で切り取り，他の部分は，中欄の勾配以下で切り取右欄の勾配以下で切り取り，他の部分は，中欄の勾配以下で切り取右欄の勾配以下で切り取り，他の部分は，中欄の勾配以下で切り取る場る場る場る場合合合合                
土質土質土質土質    軟岩（風化の著軟岩（風化の著軟岩（風化の著軟岩（風化の著し い も の を 除し い も の を 除し い も の を 除し い も の を 除く。）く。）く。）く。）    風化の著しい岩風化の著しい岩風化の著しい岩風化の著しい岩    砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，関東ローム，硬関東ローム，硬関東ローム，硬関東ローム，硬質粘土その他こ質粘土その他こ質粘土その他こ質粘土その他これれれれらに類するもらに類するもらに類するもらに類するものののの    擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない勾配の上限勾配の上限勾配の上限勾配の上限    ６０度６０度６０度６０度    ４０度４０度４０度４０度    ３５度３５度３５度３５度    擁壁を要する勾擁壁を要する勾擁壁を要する勾擁壁を要する勾配の下限配の下限配の下限配の下限    ８０度８０度８０度８０度    ５０度５０度５０度５０度    ４５度４５度４５度４５度    

 

土土土土        質質質質    擁壁を要しない勾配擁壁を要しない勾配擁壁を要しない勾配擁壁を要しない勾配の上限の上限の上限の上限    擁壁を要する勾配擁壁を要する勾配擁壁を要する勾配擁壁を要する勾配の下限の下限の下限の下限    軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいものを除く。）を除く。）を除く。）を除く。）    ６０°６０°６０°６０°    ８０°８０°８０°８０°    風 化 の 著 し い 岩風 化 の 著 し い 岩風 化 の 著 し い 岩風 化 の 著 し い 岩                                                ４０°４０°４０°４０°    ５０°５０°５０°５０°    砂利，真砂土，関東ロー砂利，真砂土，関東ロー砂利，真砂土，関東ロー砂利，真砂土，関東ロームムムム    ３５°３５°３５°３５°    ４５°４５°４５°４５°    
 

（別紙） 宅地造成工事に関する許可の基準の一部改正 新旧対照表 （下線下線下線下線の部分は改正部分） 
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ページ 改    正    案 現        行 １～２           また，この場合において，（ア）に該当するがけの部分により上下に分また，この場合において，（ア）に該当するがけの部分により上下に分また，この場合において，（ア）に該当するがけの部分により上下に分また，この場合において，（ア）に該当するがけの部分により上下に分    離されたがけの部分があるときは，（ア）に該当するがけの部分は存在せ離されたがけの部分があるときは，（ア）に該当するがけの部分は存在せ離されたがけの部分があるときは，（ア）に該当するがけの部分は存在せ離されたがけの部分があるときは，（ア）に該当するがけの部分は存在せ    ず，上下のがけの部分は連続しているものとみなす。ず，上下のがけの部分は連続しているものとみなす。ず，上下のがけの部分は連続しているものとみなす。ず，上下のがけの部分は連続しているものとみなす。                                                                    イイイイ    アの規定の範囲の適用については，小段などによって上下に分離されたアの規定の範囲の適用については，小段などによって上下に分離されたアの規定の範囲の適用については，小段などによって上下に分離されたアの規定の範囲の適用については，小段などによって上下に分離されたがけがある場合において，下層のがけ面の下端を含み，かつ，水平面に対がけがある場合において，下層のがけ面の下端を含み，かつ，水平面に対がけがある場合において，下層のがけ面の下端を含み，かつ，水平面に対がけがある場合において，下層のがけ面の下端を含み，かつ，水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上し３０度の角度をなす面の上方に上し３０度の角度をなす面の上方に上し３０度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは，その層のがけ面の下端があるときは，その層のがけ面の下端があるときは，その層のがけ面の下端があるときは，その上下のがけを一体のものとみなす。上下のがけを一体のものとみなす。上下のがけを一体のものとみなす。上下のがけを一体のものとみなす。    
     

 AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    GGGG    HHHH    FFFF    AB及びCDのがけは一体とみなす AB及びEFのがけは一体とみなさない ３０３０３０３０度度度度     

  軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいもの軟岩（風化の著しいものを除く。）を除く。）を除く。）を除く。）    風化の著しい岩風化の著しい岩風化の著しい岩風化の著しい岩    砂利，真砂土，関東ローム，砂利，真砂土，関東ローム，砂利，真砂土，関東ローム，砂利，真砂土，関東ローム，硬質粘土その他これらに硬質粘土その他これらに硬質粘土その他これらに硬質粘土その他これらに類するもの類するもの類するもの類するもの        
 

 
 ５ｍ以内 がけの上端部 擁壁を 要するがけ ６０度超 ８０度以下 

 

 
 ５ｍ以内 擁壁を 要するがけ がけの上端部 ４０度超 ５０度以下 

 

 
 ５ｍ以内 擁壁を 要するがけ がけの上端部 ３５度超 ４５度以下 

 

 連続しているとみなし合計が 5m以内 擁壁を要しないがけの部分 擁壁を要する部分 

（イ）に該当するがけの部分 （ア）に該当するがけの部分 （イ）に該当するがけの部分 
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ページ 改    正    案 現        行 ２～３ ウウウウ    アの規定は，土質試験などに基づき地盤の安定計算をした結果がけの安アの規定は，土質試験などに基づき地盤の安定計算をした結果がけの安アの規定は，土質試験などに基づき地盤の安定計算をした結果がけの安アの規定は，土質試験などに基づき地盤の安定計算をした結果がけの安    全を保つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合又は災害の全を保つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合又は災害の全を保つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合又は災害の全を保つために擁壁の設置が必要でないことが認められた場合又は災害の    防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置    が講ぜられた場合には，適用しない。が講ぜられた場合には，適用しない。が講ぜられた場合には，適用しない。が講ぜられた場合には，適用しない。    （３）のりのりのりのり面の勾配が１５度度度度以上で垂直距離が５ｍを超える場合は，次に定める小次に定める小次に定める小次に定める小            段を設けること。段を設けること。段を設けること。段を設けること。    アアアア    高さ５ｍごとに幅高さ５ｍごとに幅高さ５ｍごとに幅高さ５ｍごとに幅１～２ｍの小段１～２ｍの小段１～２ｍの小段１～２ｍの小段    イイイイ    垂直距離が１５ｍを越える場合は，高さ１５ｍごとに３～５ｍ以上の幅垂直距離が１５ｍを越える場合は，高さ１５ｍごとに３～５ｍ以上の幅垂直距離が１５ｍを越える場合は，高さ１５ｍごとに３～５ｍ以上の幅垂直距離が１５ｍを越える場合は，高さ１５ｍごとに３～５ｍ以上の幅    広の小段広の小段広の小段広の小段        

.0m以下

（切土の例〔真砂土の場合〕）5.0m以下5.0m以下5.0m 以下
45度以下 35度以下 35度以下

35度以下
35度以下 35度以下 35度以下

1～2ｍ1～2ｍ
1～2ｍ 3～5ｍ 3～5ｍ

35度以下3～5ｍ
35度以下1～2ｍ

35度以下1～2ｍ
45度以下

（盛土の例）5.0m以下5.0m以下5
3～5ｍ 3～5ｍ

1～2ｍ1～2ｍ 1～2ｍ 1～2ｍ
30度以下

30度以下
30度以下

30度以下 30度以下
30度以下

30度以下
30度以下

35度 45度以下1～2ｍ
1～2ｍ練積み造擁壁 もたれ式擁壁

            

    （３）法法法法面の勾配が１５°°°°以上で垂直距離が５ｍを超える場合は，次表に定める幅次表に定める幅次表に定める幅次表に定める幅をもつをもつをもつをもつ小段を設けること。 垂 直 距 離 切   土 盛   土  ５．０ m 以内ごと  １．０ m 以上  １．５ m 以上 １５．０ m 以内ごと  ３．０ m 以上  ３．０ m 以上 

  

（盛土の例）5.0m以下5.0m以下5.0m以下 30゜以下1.5m以上 30゜以下1.5m以上 30゜以下 3.0m以上 30゜ 以下 3.0m以上 30゜以下30゜以下1.5m以上1.5m以上 30゜以下30゜以下

（切土の例〔真砂土の場合〕）5.0m以下5.0m以下5.0m以下 45゜以下1.0m以上 35゜以下1.0m以上 35゜以下 3.0m以上 35゜以下
45゜以下1.0m以上 35゜以下1.0m以上 35゜ 以下 3.0m以上 35゜以下
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ページ 改    正    案 現        行 ３～４ ウウウウ    のり面の上部に自然斜面が続いているなど，切土又は盛土のり面以外かのり面の上部に自然斜面が続いているなど，切土又は盛土のり面以外かのり面の上部に自然斜面が続いているなど，切土又は盛土のり面以外かのり面の上部に自然斜面が続いているなど，切土又は盛土のり面以外か    らの表面水が流下する場所には，のり肩排水溝を設けること。らの表面水が流下する場所には，のり肩排水溝を設けること。らの表面水が流下する場所には，のり肩排水溝を設けること。らの表面水が流下する場所には，のり肩排水溝を設けること。    エエエエ    小段には，小段上部のり面の下端に沿って，排水溝を設けること。また，小段には，小段上部のり面の下端に沿って，排水溝を設けること。また，小段には，小段上部のり面の下端に沿って，排水溝を設けること。また，小段には，小段上部のり面の下端に沿って，排水溝を設けること。また，    小段は排水溝の方向に５小段は排水溝の方向に５小段は排水溝の方向に５小段は排水溝の方向に５％程度の下り勾配をつけて施工し，排水溝に水が％程度の下り勾配をつけて施工し，排水溝に水が％程度の下り勾配をつけて施工し，排水溝に水が％程度の下り勾配をつけて施工し，排水溝に水が    流れるようにすること。流れるようにすること。流れるようにすること。流れるようにすること。    オオオオ    のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため，縦のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため，縦のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため，縦のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため，縦    排水溝を設けること。縦排水溝は，流量の分散を図るため間隔は２０ｍ程排水溝を設けること。縦排水溝は，流量の分散を図るため間隔は２０ｍ程排水溝を設けること。縦排水溝は，流量の分散を図るため間隔は２０ｍ程排水溝を設けること。縦排水溝は，流量の分散を図るため間隔は２０ｍ程    度とし，排水溝の合流する箇所には，必ずますを設けて，ますには，水が度とし，排水溝の合流する箇所には，必ずますを設けて，ますには，水が度とし，排水溝の合流する箇所には，必ずますを設けて，ますには，水が度とし，排水溝の合流する箇所には，必ずますを設けて，ますには，水が    飛び散らないようにふた及び泥溜を設けること。飛び散らないようにふた及び泥溜を設けること。飛び散らないようにふた及び泥溜を設けること。飛び散らないようにふた及び泥溜を設けること。 （（（（４４４４））））盛土をする場合には，盛土に雨水その他のをする場合には，盛土に雨水その他のをする場合には，盛土に雨水その他のをする場合には，盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み，沈下，崩壊又はすべりすべりすべりすべりが生じないように，おおむね３０おおむね３０おおむね３０おおむね３０ｃｃｃｃｍ以下のｍ以下のｍ以下のｍ以下の厚厚厚厚さのさのさのさの層に分けて土を盛り，かつ，その層の土を盛るごと層に分けて土を盛り，かつ，その層の土を盛るごと層に分けて土を盛り，かつ，その層の土を盛るごと層に分けて土を盛り，かつ，その層の土を盛るごとに，これをローに，これをローに，これをローに，これをローララララーその他ーその他ーその他ーその他これに類するこれに類するこれに類するこれに類する建建建建設設設設機械機械機械機械を用いてを用いてを用いてを用いて締締締締めめめめ固固固固めるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐい又はい又はい又はい又はグラグラグラグラウウウウンドンドンドンドアアアアンカンカンカンカーその他の土ーその他の土ーその他の土ーその他の土留留留留（以下，｢地すべり（以下，｢地すべり（以下，｢地すべり（以下，｢地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐいなど｣いなど｣いなど｣いなど｣という。）の設置その他の措置が講じられていること。という。）の設置その他の措置が講じられていること。という。）の設置その他の措置が講じられていること。という。）の設置その他の措置が講じられていること。 （（（（５５５５））））著しく著しく著しく著しく傾傾傾傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前前前前の地盤の地盤の地盤の地盤と盛土とがと盛土とがと盛土とがと盛土とが接接接接する面がすべり面とならないように，段切りその他の措置が講ぜする面がすべり面とならないように，段切りその他の措置が講ぜする面がすべり面とならないように，段切りその他の措置が講ぜする面がすべり面とならないように，段切りその他の措置が講ぜられていること。られていること。られていること。られていること。 ①①①① 著しく著しく著しく著しく傾傾傾傾斜している土地斜している土地斜している土地斜している土地    現現現現地盤の勾配が１５度（地盤の勾配が１５度（地盤の勾配が１５度（地盤の勾配が１５度（約約約約１１１１：：：：４）程度以上又は４）程度以上又は４）程度以上又は４）程度以上又は旧谷旧谷旧谷旧谷部などの地部などの地部などの地部などの地    下水下水下水下水位位位位が高くなるとが高くなるとが高くなるとが高くなると予予予予想される箇所想される箇所想される箇所想される箇所    ②②②② 段切り段切り段切り段切り寸寸寸寸法法法法                                高さ５０高さ５０高さ５０高さ５０ｃｃｃｃｍ，幅１ｍ程度以上ｍ，幅１ｍ程度以上ｍ，幅１ｍ程度以上ｍ，幅１ｍ程度以上    ③③③③ 排水勾配排水勾配排水勾配排水勾配           のり尻方向に３～５％程度のり尻方向に３～５％程度のり尻方向に３～５％程度のり尻方向に３～５％程度 
 

 
 （４）（４）（４）（４）法面小段には排水溝を設け，縦排水溝を適切に配置すること。法面小段には排水溝を設け，縦排水溝を適切に配置すること。法面小段には排水溝を設け，縦排水溝を適切に配置すること。法面小段には排水溝を設け，縦排水溝を適切に配置すること。    また，また，また，また，背後背後背後背後地から雨水の流出がある法面は，法肩に排水溝を設け，法面に雨水地から雨水の流出がある法面は，法肩に排水溝を設け，法面に雨水地から雨水の流出がある法面は，法肩に排水溝を設け，法面に雨水地から雨水の流出がある法面は，法肩に排水溝を設け，法面に雨水    を流さないようにすること。を流さないようにすること。を流さないようにすること。を流さないようにすること。        （５）（５）（５）（５）盛土は，は，は，は，地表水又は地下の浸透による緩み，沈下，崩壊又は滑滑滑滑りりりりが生じない ように，盛土の地盤全体に及盛土の地盤全体に及盛土の地盤全体に及盛土の地盤全体に及ぶぶぶぶように，盛土をするように，盛土をするように，盛土をするように，盛土をする際際際際に下からに下からに下からに下から仕仕仕仕上り上り上り上り厚厚厚厚さ３０さ３０さ３０さ３０    ｃｃｃｃｍ程度ごとに層ｍ程度ごとに層ｍ程度ごとに層ｍ程度ごとに層状状状状にににに締固締固締固締固めをめをめをめを繰繰繰繰りりりり返返返返しししして行うものであること。て行うものであること。て行うものであること。て行うものであること。       （６）（６）（６）（６）盛土をする地盤盛土をする地盤盛土をする地盤盛土をする地盤傾傾傾傾斜が１５°以上で盛土高が２斜が１５°以上で盛土高が２斜が１５°以上で盛土高が２斜が１５°以上で盛土高が２mmmmを超える場合は，盛土のを超える場合は，盛土のを超える場合は，盛土のを超える場合は，盛土の滑滑滑滑    動動動動及び及び及び及び沈沈沈沈下が生じないように下が生じないように下が生じないように下が生じないように原原原原地盤の表土を地盤の表土を地盤の表土を地盤の表土を十十十十分除分除分除分除去去去去するとともに，するとともに，するとともに，するとともに，段切りをををを    行う行う行う行うこと。                   

計画盛土面 地盤面 

15度以上 

0.50.50.50.5ｍ以上ｍ以上ｍ以上ｍ以上    
1.0ｍ以上 

3333～5％ 1 . 0 m 以上 0 . 5 ～2 . 0 m 2 ～5 % 
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ページ 改    正    案 現        行 ４～５ （（（（６６６６））））切土をする場合において，切土をする場合において，切土をする場合において，切土をする場合において，切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があ るときは，その地盤にすべりが生じないように，地すべり地すべり地すべり地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐいなどの設いなどの設いなどの設いなどの設    置，土の置置，土の置置，土の置置，土の置換換換換えその他の措置が講ぜられていること。えその他の措置が講ぜられていること。えその他の措置が講ぜられていること。えその他の措置が講ぜられていること。 （（（（７７７７））））宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成行行行行為に為に為に為によってがけ（｢がけ｣とは，地表面が水平面に対し３０度を超よってがけ（｢がけ｣とは，地表面が水平面に対し３０度を超よってがけ（｢がけ｣とは，地表面が水平面に対し３０度を超よってがけ（｢がけ｣とは，地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。）える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。）える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。）える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいう。）が生じる場合においては，がけの上端に続く地盤面には，が生じる場合においては，がけの上端に続く地盤面には，が生じる場合においては，がけの上端に続く地盤面には，が生じる場合においては，がけの上端に続く地盤面には，特別な事情がない限り，そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されてが付されてが付されてが付されていること。いること。いること。いること。             （（（（８８８８））））宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成行為行為行為行為によって生ずるがけのがけ面は，擁壁でおおう場合を除き，石張によって生ずるがけのがけ面は，擁壁でおおう場合を除き，石張によって生ずるがけのがけ面は，擁壁でおおう場合を除き，石張によって生ずるがけのがけ面は，擁壁でおおう場合を除き，石張    り，芝張り，モルタルの吹付けなどによって風化その他のり，芝張り，モルタルの吹付けなどによって風化その他のり，芝張り，モルタルの吹付けなどによって風化その他のり，芝張り，モルタルの吹付けなどによって風化その他の浸食浸食浸食浸食に対して保護しなに対して保護しなに対して保護しなに対して保護しな    ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。 （（（（９９９９）盛土のり面の安定）盛土のり面の安定）盛土のり面の安定）盛土のり面の安定性性性性のののの検討検討検討検討    盛盛盛盛土のり面の勾配は，のり高，盛土土のり面の勾配は，のり高，盛土土のり面の勾配は，のり高，盛土土のり面の勾配は，のり高，盛土材料材料材料材料のののの種種種種類などに応じて適切に設定し，類などに応じて適切に設定し，類などに応じて適切に設定し，類などに応じて適切に設定し，原則原則原則原則として３０度以下とする。として３０度以下とする。として３０度以下とする。として３０度以下とする。    アアアア    盛土のり面が，次のような場合には，盛土のり面の安定盛土のり面が，次のような場合には，盛土のり面の安定盛土のり面が，次のような場合には，盛土のり面の安定盛土のり面が，次のような場合には，盛土のり面の安定性性性性のののの検討検討検討検討をををを十十十十分に分に分に分に    行った上で勾配を行った上で勾配を行った上で勾配を行った上で勾配を決決決決定する。定する。定する。定する。    （ア）のり高が１５ｍ以上の場合（ア）のり高が１５ｍ以上の場合（ア）のり高が１５ｍ以上の場合（ア）のり高が１５ｍ以上の場合      （イ）（イ）（イ）（イ）片片片片切り切り切り切り・片・片・片・片盛り，盛り，盛り，盛り，腹腹腹腹付け盛土，斜面上の盛土，付け盛土，斜面上の盛土，付け盛土，斜面上の盛土，付け盛土，斜面上の盛土，谷谷谷谷間を間を間を間を埋埋埋埋める盛土など，める盛土など，める盛土など，める盛土など，    盛土が地盛土が地盛土が地盛土が地山山山山からからからから湧湧湧湧水の水の水の水の影響影響影響影響をををを受受受受けやすい場合けやすい場合けやすい場合けやすい場合      （ウ）盛土箇所の（ウ）盛土箇所の（ウ）盛土箇所の（ウ）盛土箇所の原原原原地盤が軟弱地盤や地すべり地など，地盤が軟弱地盤や地すべり地など，地盤が軟弱地盤や地すべり地など，地盤が軟弱地盤や地すべり地など，不不不不安定な場合安定な場合安定な場合安定な場合      （エ）（エ）（エ）（エ）住住住住宅などの宅などの宅などの宅などの人人人人のののの居住居住居住居住する施設がする施設がする施設がする施設が隣接隣接隣接隣接しているなど，盛土の崩壊がしているなど，盛土の崩壊がしているなど，盛土の崩壊がしているなど，盛土の崩壊が隣接物隣接物隣接物隣接物にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるおそえるおそえるおそえるおそれがある場合れがある場合れがある場合れがある場合      （オ）（オ）（オ）（オ）腹腹腹腹付け盛土付け盛土付け盛土付け盛土((((盛土をする盛土をする盛土をする盛土をする前前前前の地盤面が水平面に対して２０度以上の角度をの地盤面が水平面に対して２０度以上の角度をの地盤面が水平面に対して２０度以上の角度をの地盤面が水平面に対して２０度以上の角度を    なし，かつ，盛土の高さが５ｍ以上であるもの。なし，かつ，盛土の高さが５ｍ以上であるもの。なし，かつ，盛土の高さが５ｍ以上であるもの。なし，かつ，盛土の高さが５ｍ以上であるもの。))))となる場合となる場合となる場合となる場合         

（（（（７７７７））））切土をした後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは，その地盤にすべ りが生じないようにくいくいくいくい打ち打ち打ち打ち，良質の土の置，良質の土の置，良質の土の置，良質の土の置換換換換えなどの措置を講じるえなどの措置を講じるえなどの措置を講じるえなどの措置を講じること。  （８）（８）（８）（８）切土又は盛土をする場合において，切土又は盛土をする場合において，切土又は盛土をする場合において，切土又は盛土をする場合において，特別の事情がない限り，そのがけの反対 方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとるをとるをとるをとること。             （９）（９）（９）（９）法面は，張芝，法面は，張芝，法面は，張芝，法面は，張芝，筋筋筋筋芝，芝，芝，芝，厚厚厚厚層基層基層基層基材材材材吹付工，吹付工，吹付工，吹付工，コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックック張，張，張，張，枠枠枠枠工，石工，石工，石工，石    張工張工張工張工等等等等により保護すること。により保護すること。により保護すること。により保護すること。    
排水方向 排水方向

 

排水方向 排水方向
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ページ 改    正    案 現        行 ５～６   イイイイ    盛土のり面の安定盛土のり面の安定盛土のり面の安定盛土のり面の安定性性性性のののの検討検討検討検討に当たっては，次のに当たっては，次のに当たっては，次のに当たっては，次の各各各各事事事事項項項項にににに十十十十分分分分留意留意留意留意するするするすることことことこと。。。。ただし，安定計算の結果のみをただし，安定計算の結果のみをただし，安定計算の結果のみをただし，安定計算の結果のみを重視重視重視重視してのり面勾配などをしてのり面勾配などをしてのり面勾配などをしてのり面勾配などを決決決決定する定する定する定する    ことはことはことはことは避避避避け，け，け，け，近隣近隣近隣近隣又は類又は類又は類又は類似似似似土質土質土質土質条件条件条件条件の施工の施工の施工の施工実績・実績・実績・実績・災害事災害事災害事災害事例例例例などをなどをなどをなどを十十十十分に分に分に分に参照参照参照参照    することすることすることすること。。。。      （ア）安定計算（ア）安定計算（ア）安定計算（ア）安定計算                    盛土のり面の安定盛土のり面の安定盛土のり面の安定盛土のり面の安定性性性性については，については，については，については，円弧円弧円弧円弧すべり面法によりすべり面法によりすべり面法によりすべり面法により検討検討検討検討することをすることをすることをすることを    標標標標準とする。また，準とする。また，準とする。また，準とする。また，円弧円弧円弧円弧すべり面法のうすべり面法のうすべり面法のうすべり面法のうち簡便式ち簡便式ち簡便式ち簡便式((((ススススウウウウェェェェーーーーデン式デン式デン式デン式))))によるによるによるによる    こここことをとをとをとを標標標標準とするが，準とするが，準とするが，準とするが，現現現現地地地地状況状況状況状況などに応じて他の適切な安定計算などに応じて他の適切な安定計算などに応じて他の適切な安定計算などに応じて他の適切な安定計算式式式式を用いを用いを用いを用い    る。る。る。る。    （イ）設計（イ）設計（イ）設計（イ）設計強強強強度定度定度定度定数数数数                        安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘着力着力着力着力及び内部及び内部及び内部及び内部摩擦摩擦摩擦摩擦角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に使使使使用する土を用する土を用する土を用する土を    用いて，用いて，用いて，用いて，現現現現場含水場含水場含水場含水比比比比及び及び及び及び現現現現場の場の場の場の締固締固締固締固め度にめ度にめ度にめ度に近近近近いいいい状態状態状態状態でででで供供供供試体を試体を試体を試体を作作作作成し，せ成し，せ成し，せ成し，せ    んんんん断試験を行うことにより断試験を行うことにより断試験を行うことにより断試験を行うことにより求求求求めることをめることをめることをめることを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。    （ウ）間げき水（ウ）間げき水（ウ）間げき水（ウ）間げき水圧圧圧圧    盛土の施工に盛土の施工に盛土の施工に盛土の施工に際際際際しては，しては，しては，しては，透透透透水層を設けるなどして，盛土内に間げき水水層を設けるなどして，盛土内に間げき水水層を設けるなどして，盛土内に間げき水水層を設けるなどして，盛土内に間げき水圧圧圧圧    がががが発発発発生しないようにすること。生しないようにすること。生しないようにすること。生しないようにすること。しかし，しかし，しかし，しかし，造成造成造成造成区域内における地下水区域内における地下水区域内における地下水区域内における地下水位位位位又は又は又は又は    間げき水間げき水間げき水間げき水圧圧圧圧のののの推推推推定は定は定は定は未知未知未知未知なななな点点点点が多く，また，のり面の安全が多く，また，のり面の安全が多く，また，のり面の安全が多く，また，のり面の安全性性性性にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響    するたするたするたするため，安定計算によって盛土のり面め，安定計算によって盛土のり面め，安定計算によって盛土のり面め，安定計算によって盛土のり面の安定の安定の安定の安定性性性性をををを検討検討検討検討する場合は，盛土する場合は，盛土する場合は，盛土する場合は，盛土    の下部又はの下部又はの下部又はの下部又は側側側側方からの方からの方からの方からの浸透浸透浸透浸透水による水水による水水による水水による水圧圧圧圧を間げき水を間げき水を間げき水を間げき水圧圧圧圧とし，必要に応じて，とし，必要に応じて，とし，必要に応じて，とし，必要に応じて，    雨水の雨水の雨水の雨水の浸透浸透浸透浸透によって形成される地下水による間げき水によって形成される地下水による間げき水によって形成される地下水による間げき水によって形成される地下水による間げき水圧圧圧圧及び盛土施工に及び盛土施工に及び盛土施工に及び盛土施工に伴伴伴伴    ってってってって発発発発生する生する生する生する過剰過剰過剰過剰間げき水間げき水間げき水間げき水圧圧圧圧をををを考慮考慮考慮考慮すること。すること。すること。すること。                        また，これらの間げき水また，これらの間げき水また，これらの間げき水また，これらの間げき水圧圧圧圧は，は，は，は，現現現現地の地の地の地の実測実測実測実測によってによってによってによって求求求求めることがめることがめることがめることが望望望望ましましましまし    いが，いが，いが，いが，困難困難困難困難な場合は他の適切な方法によってな場合は他の適切な方法によってな場合は他の適切な方法によってな場合は他の適切な方法によって推推推推定することも定することも定することも定することも可能可能可能可能とする。とする。とする。とする。    （エ）（エ）（エ）（エ）最最最最小安全小安全小安全小安全率率率率                        盛土のり面の安定に必要な盛土のり面の安定に必要な盛土のり面の安定に必要な盛土のり面の安定に必要な最最最最小安全小安全小安全小安全率率率率(Fs)(Fs)(Fs)(Fs)は，盛土施工直は，盛土施工直は，盛土施工直は，盛土施工直後後後後において，において，において，において，FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．５であることを５であることを５であることを５であることを標標標標準準準準とする。とする。とする。とする。    また，地また，地また，地また，地震震震震時の安定時の安定時の安定時の安定性性性性をををを検討検討検討検討する場合の安全する場合の安全する場合の安全する場合の安全率率率率は，は，は，は，大大大大地地地地震震震震時に時に時に時に FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．                    ０とすることを０とすることを０とすることを０とすることを標標標標準とする。なお，準とする。なお，準とする。なお，準とする。なお，大大大大地地地地震震震震時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平震震震震度度度度    は０は０は０は０．．．．２５に２５に２５に２５に建築建築建築建築基準法施行基準法施行基準法施行基準法施行令第令第令第令第８８８８８８８８条第条第条第条第１１１１項項項項に規定するに規定するに規定するに規定する ZZZZのののの数値数値数値数値をををを乗乗乗乗じじじじ    てててて得得得得たたたた数値数値数値数値とする。とする。とする。とする。    （（（（11110000）盛土全体の安定）盛土全体の安定）盛土全体の安定）盛土全体の安定性性性性のののの検討検討検討検討    アアアア    造成する盛土の規造成する盛土の規造成する盛土の規造成する盛土の規模模模模が，次に該当する場合は，盛土全体の安定が，次に該当する場合は，盛土全体の安定が，次に該当する場合は，盛土全体の安定が，次に該当する場合は，盛土全体の安定性性性性をををを検討検討検討検討すすすす    ること。ること。ること。ること。       
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ページ 改    正    案 現        行 ６～７ （ア）（ア）（ア）（ア）谷埋谷埋谷埋谷埋めめめめ型大型大型大型大規規規規模模模模盛土造成地盛土造成地盛土造成地盛土造成地                        盛土をする土地の面積が３，０００盛土をする土地の面積が３，０００盛土をする土地の面積が３，０００盛土をする土地の面積が３，０００㎡㎡㎡㎡以上で以上で以上で以上であり，かつ，盛土をするこあり，かつ，盛土をするこあり，かつ，盛土をするこあり，かつ，盛土をするこ        とにより，当該盛土をする土地の地下水が盛土をするとにより，当該盛土をする土地の地下水が盛土をするとにより，当該盛土をする土地の地下水が盛土をするとにより，当該盛土をする土地の地下水が盛土をする前前前前の地盤面の高さをの地盤面の高さをの地盤面の高さをの地盤面の高さを    超え，盛土の内部に超え，盛土の内部に超え，盛土の内部に超え，盛土の内部に侵入侵入侵入侵入することが想定されるものすることが想定されるものすることが想定されるものすることが想定されるもの    （イ）（イ）（イ）（イ）腹腹腹腹付け付け付け付け型大型大型大型大規規規規模模模模盛土造成地盛土造成地盛土造成地盛土造成地                        盛土をする盛土をする盛土をする盛土をする前前前前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし，かつ，の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし，かつ，の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし，かつ，の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし，かつ，                    盛土の高さが５ｍ以上となるもの盛土の高さが５ｍ以上となるもの盛土の高さが５ｍ以上となるもの盛土の高さが５ｍ以上となるもの    イイイイ    検討検討検討検討に当たっては，次のに当たっては，次のに当たっては，次のに当たっては，次の各各各各事事事事項項項項にににに十十十十分分分分留意留意留意留意すること。ただし，安定計算のすること。ただし，安定計算のすること。ただし，安定計算のすること。ただし，安定計算の        結果のみを結果のみを結果のみを結果のみを重視重視重視重視して盛土形して盛土形して盛土形して盛土形状状状状をををを決決決決定することは定することは定することは定することは避避避避け，け，け，け，近隣近隣近隣近隣又は類又は類又は類又は類似似似似土質土質土質土質条件条件条件条件    の施工の施工の施工の施工実績実績実績実績，災害事，災害事，災害事，災害事例例例例などをなどをなどをなどを十十十十分分分分参照参照参照参照すること。すること。すること。すること。    （ア）安定計算（ア）安定計算（ア）安定計算（ア）安定計算                        谷埋谷埋谷埋谷埋めめめめ型大型大型大型大規規規規模模模模盛土造成地の安定盛土造成地の安定盛土造成地の安定盛土造成地の安定性性性性については，については，については，については，二二二二次次次次元元元元の分の分の分の分割割割割法により法により法により法により                    検討検討検討検討することをすることをすることをすることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。                        腹腹腹腹付け付け付け付け型大型大型大型大規規規規模模模模盛土造成地の安定盛土造成地の安定盛土造成地の安定盛土造成地の安定性性性性については，については，については，については，二二二二次次次次元元元元の分の分の分の分割割割割法のう法のう法のう法のうちちちち                    簡便簡便簡便簡便法により法により法により法により検討検討検討検討することをすることをすることをすることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。    （イ）設計（イ）設計（イ）設計（イ）設計強強強強度定度定度定度定数数数数                        安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘安定計算に用いる粘着力着力着力着力及び内部及び内部及び内部及び内部摩擦摩擦摩擦摩擦角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に角の設定は，盛土に使使使使用する土を用する土を用する土を用する土を        用いて，用いて，用いて，用いて，現現現現場含水場含水場含水場含水比比比比及び及び及び及び現現現現場の場の場の場の締固締固締固締固め度にめ度にめ度にめ度に近近近近いいいい状態状態状態状態でででで供供供供試体を試体を試体を試体を作作作作成成成成しししし，せ，せ，せ，せ    んんんん断試験を行うことにより断試験を行うことにより断試験を行うことにより断試験を行うことにより求求求求めることをめることをめることをめることを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。    （ウ）間げき水（ウ）間げき水（ウ）間げき水（ウ）間げき水圧圧圧圧                        盛土の施工に盛土の施工に盛土の施工に盛土の施工に際際際際しては，地下水排除工しては，地下水排除工しては，地下水排除工しては，地下水排除工を設けるなどして，盛土内に間げを設けるなどして，盛土内に間げを設けるなどして，盛土内に間げを設けるなどして，盛土内に間げ                    き水き水き水き水圧圧圧圧がががが発発発発生しないようにすること。生しないようにすること。生しないようにすること。生しないようにすること。    しかし，しかし，しかし，しかし，造成造成造成造成区域内における地下水区域内における地下水区域内における地下水区域内における地下水位位位位又は間げき水又は間げき水又は間げき水又は間げき水圧圧圧圧のののの推推推推定は定は定は定は未知未知未知未知                    なななな点点点点が多く，また，盛土全体の安全が多く，また，盛土全体の安全が多く，また，盛土全体の安全が多く，また，盛土全体の安全性性性性にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響するため，安定計算にするため，安定計算にするため，安定計算にするため，安定計算に    よって盛土全体の安よって盛土全体の安よって盛土全体の安よって盛土全体の安定定定定性性性性をををを検討検討検討検討する場合は，盛土の下部又はする場合は，盛土の下部又はする場合は，盛土の下部又はする場合は，盛土の下部又は側側側側方からの方からの方からの方からの浸浸浸浸    透透透透水による水水による水水による水水による水圧圧圧圧を間げき水を間げき水を間げき水を間げき水圧圧圧圧とし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水の浸透浸透浸透浸透によって形によって形によって形によって形    成される地下水による間げき水成される地下水による間げき水成される地下水による間げき水成される地下水による間げき水圧圧圧圧及び盛土施工に及び盛土施工に及び盛土施工に及び盛土施工に伴伴伴伴ってってってって発発発発生する生する生する生する過剰過剰過剰過剰間げ間げ間げ間げ    き水き水き水き水圧圧圧圧をををを考慮考慮考慮考慮する。する。する。する。                        また，これらの間げき水また，これらの間げき水また，これらの間げき水また，これらの間げき水圧圧圧圧は，は，は，は，現現現現地の地の地の地の実測実測実測実測によってによってによってによって求求求求めることがめることがめることがめることが望望望望ましましましまし                    いが，いが，いが，いが，困難困難困難困難な場合はな場合はな場合はな場合はほほほほかの適切な方法によってかの適切な方法によってかの適切な方法によってかの適切な方法によって推推推推定することも定することも定することも定することも可能可能可能可能とする。とする。とする。とする。    （エ）（エ）（エ）（エ）最最最最小安全小安全小安全小安全率率率率                     盛土の安定については盛土の安定については盛土の安定については盛土の安定については常常常常時の安全時の安全時の安全時の安全性性性性をををを確確確確保するとともに，保するとともに，保するとともに，保するとともに，最最最最小安全小安全小安全小安全率率率率(Fs)(Fs)(Fs)(Fs)は，は，は，は，大大大大地地地地震震震震時に時に時に時に FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．０とすることを０とすることを０とすることを０とすることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。    なお，なお，なお，なお，大大大大地地地地震震震震時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平時の安定計算に必要な水平震震震震度は，０度は，０度は，０度は，０．．．．２５に２５に２５に２５に建築建築建築建築基準法基準法基準法基準法                    施行施行施行施行令第令第令第令第８８８８８８８８条第条第条第条第１１１１項項項項に規定するに規定するに規定するに規定する ZZZZのののの数値数値数値数値をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた数値数値数値数値とする。とする。とする。とする。    
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ページ 改    正    案 現        行 ７～８ ２ 擁壁の構造 がけ面に設置する擁壁の構造は，鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造又は 練積み造（石積み，コンクリートブロック積み）とすること。 なお，構造計算などなどなどなどにおいて本基準に示されていない事項については，｢宅地防 災マニュアルの解説｣を参考にすること。 （１）鉄筋，無筋コンクリート造擁壁の構造 ア 鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト造又は造又は造又は造又は無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリーーーートトトト造擁壁の設計に当たっては，造擁壁の設計に当たっては，造擁壁の設計に当たっては，造擁壁の設計に当たっては，    土質土質土質土質条件条件条件条件，，，，荷重条件荷重条件荷重条件荷重条件などの設計などの設計などの設計などの設計条件条件条件条件をををを的確的確的確的確に設定した上でに設定した上でに設定した上でに設定した上で常常常常時及び地時及び地時及び地時及び地震震震震時時時時    における擁壁の要における擁壁の要における擁壁の要における擁壁の要求性能求性能求性能求性能をををを満足満足満足満足するように，次のするように，次のするように，次のするように，次の各項目各項目各項目各項目について安全について安全について安全について安全性性性性をををを    検討検討検討検討するものとする。するものとする。するものとする。するものとする。    ただし，地ただし，地ただし，地ただし，地震震震震時の時の時の時の検討検討検討検討においては，宅地造成においては，宅地造成においては，宅地造成においては，宅地造成等等等等規規規規制制制制法施行法施行法施行法施行令令令令第第第第６６６６条条条条に基に基に基に基    づく擁壁又は，づく擁壁又は，づく擁壁又は，づく擁壁又は，都市都市都市都市計画法施行規計画法施行規計画法施行規計画法施行規則第則第則第則第２２２２７条第７条第７条第７条第２２２２項項項項に基づく擁壁に限る。に基づく擁壁に限る。に基づく擁壁に限る。に基づく擁壁に限る。 （ア）土圧，水圧，自自自自重重重重など（以下｢土など（以下｢土など（以下｢土など（以下｢土圧圧圧圧など｣という。）など｣という。）など｣という。）など｣という。）によって擁壁が破 壊されないこと。 （イ）土圧などにより擁壁が転倒しないこと。 （ウ）土圧などにより擁壁の基礎がすべらないこと。 （エ）土圧などにより擁壁が沈下しないこと。 擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全率率率率（（（（FFFFSSSS）及び地盤の支）及び地盤の支）及び地盤の支）及び地盤の支持力持力持力持力度度度度 擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全擁壁の安定計算における安全率率率率及び地盤の支及び地盤の支及び地盤の支及び地盤の支持力持力持力持力度は，次のとおりとする。度は，次のとおりとする。度は，次のとおりとする。度は，次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （オ）擁壁に（オ）擁壁に（オ）擁壁に（オ）擁壁に作作作作用する土用する土用する土用する土圧圧圧圧の水平成分によるすべりに対してはの水平成分によるすべりに対してはの水平成分によるすべりに対してはの水平成分によるすべりに対しては，，，，突起突起突起突起を設けを設けを設けを設け    なくても安全であるよう設計することがなくても安全であるよう設計することがなくても安全であるよう設計することがなくても安全であるよう設計することが望望望望ましいが，やむをましいが，やむをましいが，やむをましいが，やむを得得得得ず擁壁ず擁壁ず擁壁ず擁壁底底底底    版版版版にににに突起突起突起突起を設ける場合は次によること。を設ける場合は次によること。を設ける場合は次によること。を設ける場合は次によること。    ａａａａ    突起突起突起突起の高さはの高さはの高さはの高さは底版底版底版底版幅に対して０幅に対して０幅に対して０幅に対して０．．．．１０～０１０～０１０～０１０～０．．．．１５の範囲内とする。１５の範囲内とする。１５の範囲内とする。１５の範囲内とする。    ｂｂｂｂ    底版底版底版底版幅は，幅は，幅は，幅は，突起突起突起突起なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全率率率率１１１１．．．．０を０を０を０を確確確確保できる幅保できる幅保できる幅保できる幅    とする。とする。とする。とする。    ｃｃｃｃ    突起突起突起突起のののの位位位位置は，擁壁置は，擁壁置は，擁壁置は，擁壁背背背背面面面面側側側側（（（（後後後後方）に設ける。方）に設ける。方）に設ける。方）に設ける。    
 

２ 擁壁の構造 がけ面に設置する擁壁の構造は，鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造又は 練積み造（石積み，コンクリートブロック積み）とすること。 なお，構造計算等等等等において本基準に示されていない事項については，「宅地防災 マニュアルの解説」を参考にすること。 （１）鉄筋，無筋コンクリート造擁壁の構造 ア    鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト造，造，造，造，無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリーーーートトトト造の擁壁は，造の擁壁は，造の擁壁は，造の擁壁は，構構構構造計算により次の造計算により次の造計算により次の造計算により次の    ことをことをことをことを確確確確認すること。認すること。認すること。認すること。    なお，計算には，なお，計算には，なお，計算には，なお，計算には，原則原則原則原則としてとしてとしてとして資料資料資料資料（（（（ボボボボーーーーリングリングリングリング，土質，土質，土質，土質調査調査調査調査など）など）など）など）添添添添付す付す付す付することることることること。 （ア）土圧，水圧，地地地地震力震力震力震力及び自及び自及び自及び自重重重重によって擁壁が破壊されないこと。 （イ）土圧などにより擁壁が転倒しないこと。    FsFsFsFs    ≧≧≧≧1.51.51.51.5((((常常常常時時時時)))) （ウ）土圧などにより擁壁の基礎がすべらないこと。 FsFsFsFs    ≧≧≧≧1.21.21.21.2((((地地地地震震震震時時時時)))) （エ）土圧などにより擁壁が沈下しないこと。 （オ）土（オ）土（オ）土（オ）土圧圧圧圧などにより擁壁のなどにより擁壁のなどにより擁壁のなどにより擁壁の各各各各部に生じる応部に生じる応部に生じる応部に生じる応力力力力度が擁壁の度が擁壁の度が擁壁の度が擁壁の材料材料材料材料であるであるであるである鉄材鉄材鉄材鉄材及及及及    びびびびコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトのののの許容許容許容許容応応応応力力力力度を超えないことを度を超えないことを度を超えないことを度を超えないことを確確確確かめること。かめること。かめること。かめること。    
     常常常常時時時時    中地中地中地中地震震震震時時時時    大大大大地地地地震震震震時時時時    部部部部材材材材応応応応力力力力    長期許容長期許容長期許容長期許容応応応応力力力力度度度度以内以内以内以内    短期許容短期許容短期許容短期許容応応応応力力力力度度度度以内以内以内以内    終局耐力終局耐力終局耐力終局耐力※※※※（設計（設計（設計（設計基準基準基準基準強強強強度及び基度及び基度及び基度及び基準準準準強強強強度）以内度）以内度）以内度）以内    転倒転倒転倒転倒    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....５５５５    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００    滑動滑動滑動滑動    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....５５５５    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００    支支支支持力持力持力持力    FFFFS S S S ≧≧≧≧３３３３....００００    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００     ※：終局耐力とは，曲げ，せん断，付着割裂などの終局耐力をいう。※：終局耐力とは，曲げ，せん断，付着割裂などの終局耐力をいう。※：終局耐力とは，曲げ，せん断，付着割裂などの終局耐力をいう。※：終局耐力とは，曲げ，せん断，付着割裂などの終局耐力をいう。    
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ページ 改    正    案 現        行 ８～９   

ｄｄｄｄ    突起突起突起突起は硬質地盤（は硬質地盤（は硬質地盤（は硬質地盤（堅固堅固堅固堅固な地盤や岩盤）に対して適用することをな地盤や岩盤）に対して適用することをな地盤や岩盤）に対して適用することをな地盤や岩盤）に対して適用することを原則原則原則原則とととと    する。（軟質地盤ではする。（軟質地盤ではする。（軟質地盤ではする。（軟質地盤では突起突起突起突起があっても，があっても，があっても，があっても，通常通常通常通常の基の基の基の基礎礎礎礎下部の施工下部の施工下部の施工下部の施工条件条件条件条件の場合の場合の場合の場合    には，せには，せには，せには，せんんんん断面が断面が断面が断面が突起突起突起突起なしの場合となしの場合となしの場合となしの場合と大大大大きくきくきくきく変変変変わらないため）わらないため）わらないため）わらないため）    ｅｅｅｅ    突起突起突起突起はははは堅固堅固堅固堅固な地盤や岩盤に対して，これらの地盤をな地盤や岩盤に対して，これらの地盤をな地盤や岩盤に対して，これらの地盤をな地盤や岩盤に対して，これらの地盤を乱乱乱乱さないように，さないように，さないように，さないように，    また周辺地盤とのまた周辺地盤とのまた周辺地盤とのまた周辺地盤との密着性密着性密着性密着性をををを確確確確保する保する保する保するように施工すること。ように施工すること。ように施工すること。ように施工すること。    
 

 

 

 

 

 

 

 イ 設計設計設計設計条件条件条件条件の設定の設定の設定の設定 （（（（アアアア）外）外）外）外力力力力の設定の設定の設定の設定 土の土の土の土の単位単位単位単位体積体積体積体積重重重重量，内部量，内部量，内部量，内部摩擦摩擦摩擦摩擦角などの土質角などの土質角などの土質角などの土質条件条件条件条件，土，土，土，土圧圧圧圧，水，水，水，水圧圧圧圧，自，自，自，自重重重重なななな    どのどのどのどの荷重条件荷重条件荷重条件荷重条件及び及び及び及び鋼材・コンクリ鋼材・コンクリ鋼材・コンクリ鋼材・コンクリーーーートトトトなどの擁壁部などの擁壁部などの擁壁部などの擁壁部材材材材のののの許容許容許容許容応応応応力力力力度，地度，地度，地度，地    盤の盤の盤の盤の許容許容許容許容応応応応力力力力度などを適切に設定しなければならない。度などを適切に設定しなければならない。度などを適切に設定しなければならない。度などを適切に設定しなければならない。 ａａａａ    土質土質土質土質条件条件条件条件 土質定土質定土質定土質定数数数数は，は，は，は，原則原則原則原則として土質として土質として土質として土質調査・原位調査・原位調査・原位調査・原位置試験に基づき置試験に基づき置試験に基づき置試験に基づき求求求求めたものをめたものをめたものをめたものを    使使使使用する。用する。用する。用する。 ただし，これによることが適当でない場合や，小規ただし，これによることが適当でない場合や，小規ただし，これによることが適当でない場合や，小規ただし，これによることが適当でない場合や，小規模模模模なななな宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成におにおにおにお    いては，表１及び表２を用いることができる。いては，表１及び表２を用いることができる。いては，表１及び表２を用いることができる。いては，表１及び表２を用いることができる。                    表１表１表１表１ 

 

 

 

 

 

 ※土圧係数は，背面土の勾配を９０度度度度以下，余盛などなどなどなどの勾配及び高さを それぞれ３０度度度度以下及び１ｍ以下とし，かつ擁壁の上端に続く地盤面 などなどなどなどには積載荷重がない条件に合致する場合に用いることができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準    （ア）荷重荷重荷重荷重    擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の荷重荷重荷重荷重のののの組組組組合せによる合せによる合せによる合せによる各各各各応応応応力力力力の合計により計算すること。の合計により計算すること。の合計により計算すること。の合計により計算すること。    ａａａａ    常常常常時時時時    静荷重＋静荷重＋静荷重＋静荷重＋土土土土圧圧圧圧    ｂｂｂｂ    地地地地震震震震時時時時            静荷重＋静荷重＋静荷重＋静荷重＋土土土土圧＋圧＋圧＋圧＋地地地地震力震力震力震力    （イ）静荷重静荷重静荷重静荷重                                擁壁の自擁壁の自擁壁の自擁壁の自重重重重とととと床版床版床版床版上の上の上の上の重重重重量，量，量，量，建築物建築物建築物建築物などの積などの積などの積などの積載荷重載荷重載荷重載荷重を含むものとすを含むものとすを含むものとすを含むものとす    る。る。る。る。   （（（（単位単位単位単位体積体積体積体積重重重重量表）量表）量表）量表）    

 

（やわらかい地盤） ※せん断面は深い位置に生じる 

（硬質地盤） ※突起部にせん断が生じる 

 

土土土土                    質質質質    単位体積重量 （ｋＮ／㎥） 土圧係数※※※※ 砂 利 又 は 砂 １８ ０．３５ 砂   質   土 １７ ０．４００００ シルト，粘土又はそれらを多量に含む土 １６ ０．５００００ 
 

材材材材                                        料料料料    単位体積重量 （kN／ｍ３） 
土圧係数 コ ン ク リ ー ト    ２３ 

 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト    ２４．５ 砂 利 又 は 砂    １８  ０．３５ 砂 質 土    １７  ０．４ シルト，粘土又はそれらを多量に含む土    １６  ０．５ ※土圧係数は，背面土の勾配を９０°°°°以下，余盛等等等等の勾配及び高さをそれぞび１ｍ以下とし，かつ擁壁の上端に続く地盤面等等等等には積載荷重がない条件に合致する場れ３０°°°°以下合に用いることができる。 
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ページ 改    正    案 現        行 ９～ １０ 

                表２表２表２表２ 

 

 

 

 

 

 

 ｂｂｂｂ    荷重条件荷重条件荷重条件荷重条件    擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる荷重荷重荷重荷重については，擁壁の設置箇所のについては，擁壁の設置箇所のについては，擁壁の設置箇所のについては，擁壁の設置箇所の状況状況状況状況などに応などに応などに応などに応    じて必要なじて必要なじて必要なじて必要な荷重荷重荷重荷重を適切に設定すること。を適切に設定すること。を適切に設定すること。を適切に設定すること。    （（（（ａａａａ）土）土）土）土圧圧圧圧    ①①①①    土圧の計算は，ランキン，クーロン，テルツアギなどの各理論によ ること。 ②②②②    擁壁に擁壁に擁壁に擁壁に作作作作用する土用する土用する土用する土圧圧圧圧は，は，は，は，裏込裏込裏込裏込め地盤の土質や擁壁の形め地盤の土質や擁壁の形め地盤の土質や擁壁の形め地盤の土質や擁壁の形状状状状などに応じなどに応じなどに応じなどに応じ    て，て，て，て，実状実状実状実状にあわせて算出することをにあわせて算出することをにあわせて算出することをにあわせて算出することを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。    また，盛土の場合でこれによることがまた，盛土の場合でこれによることがまた，盛土の場合でこれによることがまた，盛土の場合でこれによることが困難困難困難困難な場合や，小規な場合や，小規な場合や，小規な場合や，小規模模模模なななな開発開発開発開発    事事事事業業業業において表１のにおいて表１のにおいて表１のにおいて表１の値値値値を用いることができる。を用いることができる。を用いることができる。を用いることができる。    ③③③③    裏込土の内部摩擦角として，３０度度度度を超えるものを使用する場合は， その根拠となる土質調査試験の結果を添付すること。    （（（（ｂｂｂｂ）水）水）水）水圧圧圧圧    水水水水圧圧圧圧は，擁壁の設置箇所の地下水は，擁壁の設置箇所の地下水は，擁壁の設置箇所の地下水は，擁壁の設置箇所の地下水位位位位を想定して擁壁を想定して擁壁を想定して擁壁を想定して擁壁背背背背面に面に面に面に静静静静水水水水圧圧圧圧とととと    してしてしてして作作作作用させるものとするが，水用させるものとするが，水用させるものとするが，水用させるものとするが，水抜穴抜穴抜穴抜穴などの排水などの排水などの排水などの排水処理処理処理処理を規定どおり行を規定どおり行を規定どおり行を規定どおり行    い，地下水い，地下水い，地下水い，地下水位位位位の上の上の上の上昇昇昇昇が想定されない場合は，が想定されない場合は，が想定されない場合は，が想定されない場合は，考慮考慮考慮考慮しなくてもよい。しなくてもよい。しなくてもよい。しなくてもよい。    （（（（ｃｃｃｃ）自）自）自）自重重重重    擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自重重重重は，は，は，は，躯躯躯躯体体体体重重重重量の量の量の量のほほほほか，か，か，か，逆Ｔ型逆Ｔ型逆Ｔ型逆Ｔ型，，，，Ｌ型Ｌ型Ｌ型Ｌ型擁壁な擁壁な擁壁な擁壁な    どのどのどのどの片持ち片持ち片持ち片持ちばりばりばりばり式式式式擁壁の場合には，擁壁の場合には，擁壁の場合には，擁壁の場合には，仮仮仮仮想想想想背背背背面のとり方によって計算上面のとり方によって計算上面のとり方によって計算上面のとり方によって計算上    の擁壁の自の擁壁の自の擁壁の自の擁壁の自重重重重がががが異異異異なるのでなるのでなるのでなるので注意注意注意注意することすることすることすること      （（（（単位単位単位単位体積体積体積体積重重重重量）量）量）量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ウ）（ウ）（ウ）（ウ）土圧 ａａａａ 土圧の計算は，ランキン，クーロン，テルツアギ，などの各理論による こと。 ｂｂｂｂ 土土土土圧圧圧圧係係係係数数数数は，は，は，は，各理論式各理論式各理論式各理論式により算出すること。ただし，図表によりにより算出すること。ただし，図表によりにより算出すること。ただし，図表によりにより算出すること。ただし，図表により決決決決定す定す定す定す    る場合は図る場合は図る場合は図る場合は図書書書書のののの名称名称名称名称をををを明示明示明示明示し，図表のし，図表のし，図表のし，図表の写写写写しをしをしをしを添添添添付すること。付すること。付すること。付すること。    ｃｃｃｃ 裏込土の内部摩擦角として，３０°°°°を超えるものを使用する場合は，そ の根拠となる土質調査試験の結果を添付すること。 

 

土土土土                    質質質質    摩擦摩擦摩擦摩擦係係係係数数数数    岩，岩岩，岩岩，岩岩，岩屑屑屑屑，砂利又は砂，砂利又は砂，砂利又は砂，砂利又は砂    ００００．．．．５５５５    砂砂砂砂        質質質質        土土土土    ００００．．．．４４４４    シシシシルルルルトトトト，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土    （擁壁の基（擁壁の基（擁壁の基（擁壁の基礎底礎底礎底礎底面から面から面から面から少少少少なくとも１５なくとも１５なくとも１５なくとも１５ｃｃｃｃｍまでのｍまでのｍまでのｍまでの深深深深さの土さの土さの土さの土を砂利又は砂に置きを砂利又は砂に置きを砂利又は砂に置きを砂利又は砂に置き換換換換えた場合に限る。）えた場合に限る。）えた場合に限る。）えた場合に限る。）    ００００．．．．３３３３    
 

材材材材                                        料料料料    単位単位単位単位体積体積体積体積重重重重量量量量    （（（（ｋＮｋＮｋＮｋＮ／／／／㎥㎥㎥㎥））））    コ ン ク リコ ン ク リコ ン ク リコ ン ク リ ーーーー トトトト    ２３２３２３２３    鉄 筋 コ ン ク リ鉄 筋 コ ン ク リ鉄 筋 コ ン ク リ鉄 筋 コ ン ク リ ーーーー トトトト    ２４２４２４２４    
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ページ 改    正    案 現        行 １０～１１ 

（（（（ｄｄｄｄ）地）地）地）地震震震震時時時時荷重荷重荷重荷重    擁壁自体の自擁壁自体の自擁壁自体の自擁壁自体の自重重重重にににに起起起起因因因因する地する地する地する地震震震震時時時時慣慣慣慣性力性力性力性力とととと裏込裏込裏込裏込め土の地め土の地め土の地め土の地震震震震時土時土時土時土圧圧圧圧をををを    考考考考慮慮慮慮する。ただし，設計に用いる地する。ただし，設計に用いる地する。ただし，設計に用いる地する。ただし，設計に用いる地震震震震時時時時荷重荷重荷重荷重は，地は，地は，地は，地震震震震時土時土時土時土圧圧圧圧によるによるによるによる荷荷荷荷    重重重重，又は擁壁の自，又は擁壁の自，又は擁壁の自，又は擁壁の自重重重重にににに起起起起因因因因する地する地する地する地震震震震時時時時慣慣慣慣性力性力性力性力にににに常常常常時の土時の土時の土時の土圧圧圧圧をををを加加加加えたえたえたえた荷荷荷荷    重重重重のうのうのうのうち大ち大ち大ち大きい方とする。なお，表１及び表２を用いる場合は，擁壁きい方とする。なお，表１及び表２を用いる場合は，擁壁きい方とする。なお，表１及び表２を用いる場合は，擁壁きい方とする。なお，表１及び表２を用いる場合は，擁壁    の自の自の自の自重重重重にににに起起起起因因因因する地する地する地する地震震震震時時時時慣慣慣慣性力性力性力性力と表１の土と表１の土と表１の土と表１の土圧圧圧圧係係係係数数数数を用いるものとすを用いるものとすを用いるものとすを用いるものとす    る。る。る。る。    （（（（ｅｅｅｅ））））積積積積載荷重載荷重載荷重載荷重    擁壁の設置箇所の擁壁の設置箇所の擁壁の設置箇所の擁壁の設置箇所の実状実状実状実状に応じて，に応じて，に応じて，に応じて，建築物建築物建築物建築物，工，工，工，工作物作物作物作物，積，積，積，積雪雪雪雪などによるなどによるなどによるなどによる    積積積積載荷重載荷重載荷重載荷重をををを考慮考慮考慮考慮する。する。する。する。    （（（（参考参考参考参考））））    住住住住宅地（宅地（宅地（宅地（木木木木造平造平造平造平屋屋屋屋））））            ５５５５ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度    （（（（木木木木造２造２造２造２階階階階建建建建）））） １０１０１０１０ｋＮｋＮｋＮｋＮ／／／／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度    道道道道    路路路路                                １０１０１０１０ｋｋｋｋＮＮＮＮ／／／／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度    （（（（ｆｆｆｆ））））フフフフェンス荷重ェンス荷重ェンス荷重ェンス荷重    擁壁擁壁擁壁擁壁のののの天天天天端に端に端に端にフフフフェンスェンスェンスェンスを直を直を直を直接接接接設ける場合は，設ける場合は，設ける場合は，設ける場合は，実状実状実状実状に応じて，適切なに応じて，適切なに応じて，適切なに応じて，適切な    フフフフェンス荷重ェンス荷重ェンス荷重ェンス荷重をををを考慮考慮考慮考慮する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁天天天天端より高端より高端より高端より高    さ１さ１さ１さ１．．．．１ｍの１ｍの１ｍの１ｍの位位位位置に置に置に置に PfPfPfPf＝＝＝＝１１１１ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｍ程度の水平ｍ程度の水平ｍ程度の水平ｍ程度の水平荷重荷重荷重荷重をををを作作作作用させる。用させる。用させる。用させる。    （イ）（イ）（イ）（イ）外外外外力力力力のののの作作作作用用用用位位位位置と壁面置と壁面置と壁面置と壁面摩擦摩擦摩擦摩擦角など角など角など角など    ａａａａ    土土土土圧圧圧圧などのなどのなどのなどの作作作作用面と壁面用面と壁面用面と壁面用面と壁面摩擦摩擦摩擦摩擦角など土角など土角など土角など土圧圧圧圧のののの作作作作用面は用面は用面は用面は原則原則原則原則としてとしてとしてとして躯躯躯躯体体体体ココココ    ンクリンクリンクリンクリーーーート背ト背ト背ト背面とし，壁面面とし，壁面面とし，壁面面とし，壁面摩擦摩擦摩擦摩擦角は土と角は土と角は土と角は土とコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトの場合は，の場合は，の場合は，の場合は，常常常常時に時に時に時に    おいて２おいて２おいて２おいて２φφφφ／／／／３を用いる（３を用いる（３を用いる（３を用いる（φφφφ：：：：土の内部土の内部土の内部土の内部摩擦摩擦摩擦摩擦角）。ただし，擁壁角）。ただし，擁壁角）。ただし，擁壁角）。ただし，擁壁背背背背面に石面に石面に石面に石    油系素油系素油系素油系素材材材材のののの透透透透水水水水ママママットットットットをををを使使使使用した場合には，壁面用した場合には，壁面用した場合には，壁面用した場合には，壁面摩擦摩擦摩擦摩擦角を角を角を角をφφφφ／／／／２とする。２とする。２とする。２とする。    また，地また，地また，地また，地震震震震時におい時におい時におい時においてはてはてはては透透透透水水水水ママママットットットットの有の有の有の有無無無無にかかわらず，にかかわらず，にかかわらず，にかかわらず，φφφφ／／／／２とす２とす２とす２とす    る。る。る。る。    ｂｂｂｂ    土土土土圧圧圧圧などのなどのなどのなどの作作作作用用用用点点点点    土土土土圧圧圧圧合合合合力力力力のののの作作作作用用用用位位位位置は，土置は，土置は，土置は，土圧圧圧圧分分分分布布布布のののの重重重重心心心心位位位位置とする。置とする。置とする。置とする。    （ウ）（ウ）（ウ）（ウ）擁壁部擁壁部擁壁部擁壁部材材材材（（（（鋼材鋼材鋼材鋼材及び及び及び及びコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト）の）の）の）の許容許容許容許容応応応応力力力力度度度度    鋼材鋼材鋼材鋼材及び及び及び及びコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトのののの許容許容許容許容応応応応力力力力度について，以下のとおり度について，以下のとおり度について，以下のとおり度について，以下のとおり建築建築建築建築基準基準基準基準    法施行法施行法施行法施行令令令令を準用する。を準用する。を準用する。を準用する。    ａａａａ    鋼材鋼材鋼材鋼材のののの許容許容許容許容応応応応力力力力度は，度は，度は，度は，建築建築建築建築基準法施行基準法施行基準法施行基準法施行令第９令第９令第９令第９００００条条条条による。による。による。による。    ｂｂｂｂ    コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトのののの許容許容許容許容応応応応力力力力度は，度は，度は，度は，建築建築建築建築基準法施行基準法施行基準法施行基準法施行令第９令第９令第９令第９１１１１条条条条による。による。による。による。    また，また，また，また，重力式重力式重力式重力式擁壁などの擁壁などの擁壁などの擁壁などの無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリーーーートトトト造擁壁が，地造擁壁が，地造擁壁が，地造擁壁が，地震震震震時において時において時において時において    壁体内部に壁体内部に壁体内部に壁体内部に引引引引張張張張力力力力がががが発発発発生する場合の生する場合の生する場合の生する場合のコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトのののの許容許容許容許容引引引引張応張応張応張応力力力力度は度は度は度は，，，，    許容圧許容圧許容圧許容圧縮縮縮縮応応応応力力力力度の１度の１度の１度の１／／／／１０を１０を１０を１０を目目目目安とすることができる。安とすることができる。安とすることができる。安とすることができる。 
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ページ 改    正    案 現        行 １１～  １２ 

（エ）（エ）（エ）（エ）基基基基礎礎礎礎地盤の地盤の地盤の地盤の許容許容許容許容応応応応力力力力度（度（度（度（許容許容許容許容支支支支持力持力持力持力度）度）度）度）    建築建築建築建築基準法施行基準法施行基準法施行基準法施行令第９令第９令第９令第９３３３３条条条条及び及び及び及び第９第９第９第９４４４４条条条条に基づいて定めたに基づいて定めたに基づいて定めたに基づいて定めた値値値値をををを採採採採用す用す用す用す    る。る。る。る。    （オ）（オ）（オ）（オ）地震力 地震時の標標標標準設計準設計準設計準設計水平震度は，中規中規中規中規模模模模地地地地震動震動震動震動で０で０で０で０．．．．２０，２０，２０，２０，大大大大規規規規模模模模地地地地震震震震    動動動動で０で０で０で０．．．．２５とする。２５とする。２５とする。２５とする。    （（（（カカカカ））））底版底版底版底版と基と基と基と基礎礎礎礎地盤の地盤の地盤の地盤の摩擦摩擦摩擦摩擦係係係係数数数数    擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は，表２表２表２表２によること。ただし，基礎地 盤の土質試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には，表２表２表２表２にか かわらず摩擦係数の値は０．６を上限としてｔａｎφ（プレキャストコ ンクリートの場合はｔａｎ２／３φ）を用いることができる。（φ：内部 摩擦角） ウウウウ その他 （ア）（ア）（ア）（ア）根入れの深さは，原則として擁壁の高さの１５１５１５１５/１００（その値が３５ ｃｍに満たないときは３５ｃｍ）以上とすること。ただし，基基基基礎礎礎礎地盤が｢地盤が｢地盤が｢地盤が｢別別別別    表表表表    練練練練積み造擁壁の積み造擁壁の積み造擁壁の積み造擁壁の各各各各部の部の部の部の構構構構造造造造寸寸寸寸法表｣における法表｣における法表｣における法表｣における第第第第三三三三種種種種相相相相当（以下，｢軟当（以下，｢軟当（以下，｢軟当（以下，｢軟    弱な場合｣という。）の場合は，擁壁の高さの２０弱な場合｣という。）の場合は，擁壁の高さの２０弱な場合｣という。）の場合は，擁壁の高さの２０弱な場合｣という。）の場合は，擁壁の高さの２０////１００（その１００（その１００（その１００（その値値値値が４５が４５が４５が４５    ｃｃｃｃｍにｍにｍにｍに満満満満たないときは４５たないときは４５たないときは４５たないときは４５ｃｃｃｃｍ）ｍ）ｍ）ｍ）以上とすること。 （（（（イイイイ））））無筋コンクリートの４週圧縮強度は，１ｍｍ２につき１８Ｎ以上である こと。 （（（（ウウウウ））））擁壁には，その擁壁には，その擁壁には，その擁壁には，その裏裏裏裏面の面の面の面の排水を良くするため，壁面の面積３㎡以内ごと に少少少少なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１個個個個のののの内径が７．５ｃｍ以上のののの陶陶陶陶管その他これに類する管その他これに類する管その他これに類する管その他これに類する耐 水性の材料を用いた水抜穴を設け，かつ，擁壁の設け，かつ，擁壁の設け，かつ，擁壁の設け，かつ，擁壁の裏裏裏裏面の水面の水面の水面の水抜抜抜抜きききき穴穴穴穴の周辺の周辺の周辺の周辺    その他必要な場所には，砂利その他のその他必要な場所には，砂利その他のその他必要な場所には，砂利その他のその他必要な場所には，砂利その他の資材資材資材資材を用いてを用いてを用いてを用いて透透透透水層を設けなけれ水層を設けなけれ水層を設けなけれ水層を設けなけれ    ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。            （（（（エエエエ））））建建建建設設設設省制定の土木構造物標準設計を使用する場合で当該標準設計に定 められている各数値が土質試験などにより確かめられたものは構造計算 書を省略することができる。 ただし，ただし，ただし，ただし，宅地部宅地部宅地部宅地部分に分に分に分に使使使使用する場合であって用する場合であって用する場合であって用する場合であって,,,,地地地地震震震震時の時の時の時の検討検討検討検討が必要な場合が必要な場合が必要な場合が必要な場合    は，地は，地は，地は，地震震震震時を時を時を時を考慮考慮考慮考慮しているか，設計しているか，設計しているか，設計しているか，設計条件条件条件条件をををを確確確確認すること。認すること。認すること。認すること。 

 

 

 （エ）（エ）（エ）（エ）地震力       地震時の水平震度は００００．．．．１１１１７７７７以上とする。ただし，擁壁の高さが５以上とする。ただし，擁壁の高さが５以上とする。ただし，擁壁の高さが５以上とする。ただし，擁壁の高さが５．．．．    ００００mmmm以下のものは，０以下のものは，０以下のものは，０以下のものは，０．．．．１以上とすることができる。１以上とすることができる。１以上とすることができる。１以上とすることができる。    （オ）基（オ）基（オ）基（オ）基礎礎礎礎    ａａａａ 基礎の根入れ深さは，原則として練練練練り積造擁壁の基準に準ずるものとすり積造擁壁の基準に準ずるものとすり積造擁壁の基準に準ずるものとすり積造擁壁の基準に準ずるものとす    る。ただし，擁壁の高さが５る。ただし，擁壁の高さが５る。ただし，擁壁の高さが５る。ただし，擁壁の高さが５．．．．０ｍを超えるものについては，０ｍを超えるものについては，０ｍを超えるものについては，０ｍを超えるものについては，1111．．．．０ｍ以０ｍ以０ｍ以０ｍ以    上とすること。上とすること。上とすること。上とすること。    ｂｂｂｂ    基基基基礎礎礎礎地盤の地盤の地盤の地盤の許容許容許容許容地地地地耐力耐力耐力耐力は，は，は，は，原則原則原則原則として土質として土質として土質として土質調査調査調査調査試験の結果に基づき試験の結果に基づき試験の結果に基づき試験の結果に基づき決決決決定定定定    すること。すること。すること。すること。 （（（（カカカカ））））その他 ａａａａ 擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は，次表次表次表次表によること。ただし，基礎地盤 の土質試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には，次表次表次表次表にかかわ らず摩擦係数の値は０．６を上限として tan φ（プレキャストコンクリー トの場合は tan２/３φ）を用いることができる。（φ：内部摩擦角） 

 

 

 

 

 ｂｂｂｂ 無筋コンクリートの４週圧縮強度は，１mm２につき１８N 以上である こと。 ｃｃｃｃ 擁壁擁壁擁壁擁壁裏裏裏裏面の面の面の面の排水をよくするため，壁面の面積３m２以内ごとに内径が  ７．５ｃｍ以上の耐水材料を用いた水抜き穴を１１１１個個個個以上有効な以上有効な以上有効な以上有効な位位位位置に設け置に設け置に設け置に設け    るとるとるとるとともに，擁壁ともに，擁壁ともに，擁壁ともに，擁壁裏裏裏裏面の面の面の面の裏裏裏裏栗栗栗栗石の石の石の石の厚厚厚厚さは３０さは３０さは３０さは３０ｃｃｃｃｍ以上とすること。ｍ以上とすること。ｍ以上とすること。ｍ以上とすること。    ｄｄｄｄ 国土交通国土交通国土交通国土交通省制定の土木構造物標準設計を使用する場合で当該標準設計 に定められている各数値が土質試験などにより確かめられたものは構造 計算書を省略することができる。 

土土土土                    質質質質    摩擦摩擦摩擦摩擦係係係係数数数数    岩，岩岩，岩岩，岩岩，岩屑屑屑屑，砂利又は砂，砂利又は砂，砂利又は砂，砂利又は砂    ００００．．．．５５５５    砂砂砂砂        質質質質        土土土土    ００００．．．．４４４４    シシシシルルルルトトトト，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土，粘土又はそれらを多量に含む土    ００００．．．．３３３３    
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ページ 改    正    案 現        行 １２～  １３ 

（（（（オオオオ）もたれ）もたれ）もたれ）もたれ式式式式擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の条件条件条件条件のもとのもとのもとのもと使使使使用することとする。用することとする。用することとする。用することとする。    ａａａａ    もたれもたれもたれもたれ式式式式は，地は，地は，地は，地山山山山あるいはあるいはあるいはあるいは裏込裏込裏込裏込め土などによって支えられながら，自め土などによって支えられながら，自め土などによって支えられながら，自め土などによって支えられながら，自    重重重重により土により土により土により土圧圧圧圧にににに抵抗抵抗抵抗抵抗するするするする型式型式型式型式のものであるため，設計ののものであるため，設計ののものであるため，設計ののものであるため，設計の考考考考え方はえ方はえ方はえ方は重力式重力式重力式重力式    擁壁に準じて取り擁壁に準じて取り擁壁に準じて取り擁壁に準じて取り扱扱扱扱うこうこうこうこと。と。と。と。    ｂｂｂｂ    切土に用いること。切土に用いること。切土に用いること。切土に用いること。    ｃｃｃｃ    擁壁の高さは５ｍ以下とすること。擁壁の高さは５ｍ以下とすること。擁壁の高さは５ｍ以下とすること。擁壁の高さは５ｍ以下とすること。    （２）練積み造擁壁の構造 ア 石材その他の組積材は，控え長さが３０３０３０３０ｃｍ以上のものを使用し，コン クリートを用いて一体化を図るとともに，その背面を栗石砂利で有効に裏 込めすること。 イ 練積み造擁壁の設計基準 （ア）宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成等等等等規規規規制制制制法施行法施行法施行法施行令第令第令第令第８８８８条条条条の規定に基づくの規定に基づくの規定に基づくの規定に基づく練積み造擁壁の構造基   準 ａ 擁壁各部の構造寸法は，背面土の種類などにより別図及び別表による こと。 ｂ 胴込め又は裏込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は，１ｍｍ２に つき１８Ｎ以上であること。 ｃ 水抜き穴は，内径７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水材料 を用い，３㎡以内ごとに１個以上有効な位置に設けること。 ｄ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁には一体の鉄筋コン クリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対して安 全である基礎を設けること。 ｅ コンクリートブロックについては，ＪＩＳ ＡＡＡＡ    ５３５３５３５３７７７７１に規１に規１に規１に規格格格格されされされされ    たたたた（施工面積１㎡当たり３５０ｋg 以上）ブロックを使用するものとし， その認定書を添付すること。 ｆ その他のコンクリートブロックの使用については，次の品質について 公的機関の証明書を添付したものであること。 （ａ）コンクリートブロックの４週圧縮強度は，１ｍｍ２につき１８Ｎ以上 であること。 （ｂ）コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は，２．３以上 であり，かつ，擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は壁面１㎡ につき３５０ｋｇ以上（ただし，（ただし，（ただし，（ただし，コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックックのみを積み上のみを積み上のみを積み上のみを積み上    げたげたげたげた状態状態状態状態））））であること。 （ｃ）コンクリートブロックは，相当数の使用実績を有し，かつ，構造耐 力上支障のないものであること。 

 

 

 

 

 

 

 （２）練積み造擁壁の構造 ア 石材その他の組積材は，控え長さが３５３５３５３５ｃｍ以上のものを使用し，コン   クリートを用いて一体化を図るとともに，その背面を栗石砂利で有効に 裏込めすること。 イ 練積み造擁壁の設計基準 （ア）構造基準     ａ 擁壁各部の構造寸法は，背面土の種類などにより別図及び別表によ ること。 ｂ 胴込め又は裏込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は，１mm２ につき１８N 以上であること。 ｃ 水抜き穴は，内径７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水材 料を用い，３m２以内ごとに１個以上有効な位置に設けること。 ｄ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁には一体の鉄筋コ ンクリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対し て安全である基礎を設けること。 ｅ コンクリートブロックについては，ＪＩＳ規規規規格格格格の質量区分の質量区分の質量区分の質量区分ＡＡＡＡ（施工 面積１m２当たり３５０kg 以上）ののののブロックを使用するものとし，そ の認定書を添付すること。 ｆ その他のコンクリートブロックの使用については，次の品質につい て公的機関の証明書を添付したものであること。 （ａ）コンクリートブロックの４週圧縮強度は，１mm２につき１８Ｎ以 上であること。 （ｂ）コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は，２．３以 上であり，かつ，擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は壁面 １m２につき３５０kg 以上であること。 （ｃ）コンクリートブロックは，相当数の使用実績を有し，かつ，構造 耐力上支障のないものであること。 
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ページ 改    正    案 現        行 １３ ｇｇｇｇ    擁壁を設置する場所の土質が，支擁壁を設置する場所の土質が，支擁壁を設置する場所の土質が，支擁壁を設置する場所の土質が，支持持持持地盤として設計地盤として設計地盤として設計地盤として設計条件条件条件条件（地（地（地（地耐力耐力耐力耐力）を）を）を）を    満足満足満足満足するかするかするかするか否否否否かを地盤かを地盤かを地盤かを地盤調査調査調査調査などによりなどによりなどによりなどにより確確確確かめること。また，基かめること。また，基かめること。また，基かめること。また，基礎礎礎礎は直は直は直は直接接接接    基基基基礎礎礎礎とし，良質な支とし，良質な支とし，良質な支とし，良質な支持持持持層上に設けることを層上に設けることを層上に設けることを層上に設けることを原則原則原則原則とすとすとすとするが，地るが，地るが，地るが，地耐力耐力耐力耐力がががが不足不足不足不足    する場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などを検討検討検討検討すること。すること。すること。すること。        別図 練積み造擁壁の標準断面図（単位：ｍｍ） （１）盛土の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別図 練積み造擁壁の標準断面図（単位：ｍｍ） （１）盛土の場合 
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ページ 改    正    案 現        行 １４ （２）切土の場合   

   標準工事仕様 組積材：ＪＩＳ ＡＡＡＡ    ５３５３５３５３７７７７１に規１に規１に規１に規格格格格されたされたされたされたブロックブロックブロックブロック（控え３００３００３００３００ｍｍ以上， １㎡当たり３５０ｋｇ以上），間知石などなどなどなど 胴込め・裏込めコンクリート：Fc＝18Ｎ／ｍｍ２以上 水抜きパイプ：硬質塩化ビニールパイプ（φ７５以上３㎡当たり１本以上） 裏込材材材材：再生骨材，栗石・砂利又は砕石（ＲＣ－４０，Ｃ－４０）     
 

（２）切土の場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 標準工事仕様 組  積  材 ：JIS 認定ブロック質量区分Ａ認定ブロック質量区分Ａ認定ブロック質量区分Ａ認定ブロック質量区分Ａ（控え 333350505050 mm 以上，m２当たり 350 kg以上），間知石等等等等 胴込め・裏込めコンクリート        ： Fc＝18 Ｎ／mm２以上 水抜きパイプ        ： 硬質塩化ビニールパイプ（φ75以上３ｍ２当たり 1本以上） 裏 込 栗栗栗栗 石石石石 ： 再生骨材，栗石・砂利又は砕石（RC‐40，C‐40） 切切切切    込込込込    砕砕砕砕    石石石石    ：：：：    クラッシクラッシクラッシクラッシャャャャーーーーランランランラン RRRRＣＣＣＣ----44440000，，，，ＣＣＣＣ----44440000    Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝2.0m2.0m2.0m2.0m以上の場合は以上の場合は以上の場合は以上の場合はｄｄｄｄ＝＝＝＝333300mm00mm00mm00mm以上以上以上以上    Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝2.0m2.0m2.0m2.0m 未満未満未満未満の場合はの場合はの場合はの場合はｄｄｄｄ＝＝＝＝250mm250mm250mm250mm以上以上以上以上 

 

 

 

 

ｈ≦30cm    ｔ＝0cm 

30＜ｈ≦100    ｔ＝10cm 

100＜h≦300   ｔ＝20cm 

300＜ｈ     ｔ＝30cm 
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ページ 改    正    案 現        行 １５ 別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表                            ※※※※裏込材裏込材裏込材裏込材        切土の場合には，切土の場合には，切土の場合には，切土の場合には，透透透透水層としての水層としての水層としての水層としての役役役役目目目目を果たす程度のを果たす程度のを果たす程度のを果たす程度の裏込裏込裏込裏込めとしてめとしてめとしてめとして 33330000    ｃｃｃｃｍのｍのｍのｍの等厚等厚等厚等厚とする。盛土の場合は，土とする。盛土の場合は，土とする。盛土の場合は，土とする。盛土の場合は，土圧圧圧圧のののの低減低減低減低減を図れる場合もあり，を図れる場合もあり，を図れる場合もあり，を図れる場合もあり，    下端においては下端においては下端においては下端においては 66660000ｃｃｃｃｍ以上もしくは，擁壁地上高さ（ｍ以上もしくは，擁壁地上高さ（ｍ以上もしくは，擁壁地上高さ（ｍ以上もしくは，擁壁地上高さ（ＨＨＨＨ）の）の）の）の 20202020／／／／100100100100    のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか大大大大きい方のきい方のきい方のきい方の数値数値数値数値以上の以上の以上の以上の厚厚厚厚さとする。さとする。さとする。さとする。  
 

盛土 切土2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 50cm以上2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 45cm以上3mを超え4m以下 50cm以上3m以下 40cm以上3mを超え4m以下 45cm以上4mを超え5m以下 60cm以上2m以下 50cm以上2mを超え3m以下 70cm以上2m以下 45cm以上2mを超え3m以下 60cm以上3mを超え4m以下 75cm以上2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 50cm以上3mを超え4m以下 65cm以上4mを超え5m以下 80cm以上2m以下 85cm以上2mを超え3m以下 90cm以上2m以下 75cm以上2mを超え3m以下 85cm以上3mを超え4m以下 105cm以上2m以下 70cm以上2mを超え3m以下 80cm以上3mを超え4m以下 95cm以上4mを超え5m以下 120cm以上 H:擁壁の地上高さ

60cm以上かつ0.20Ｈ以上 30cm以上
65度以下70度を超え75度以下65度を超え70度以下65度以下

70cm以上

40cm以上

45cm以上かつ0.20Ｈ以上

裏　　栗勾配 高さ（H） 下端部分の厚さ（b）上端の厚さ（T) 根入れの深さ（D）

65度を超え70度以下65度以下

土　　質 下端部分の厚さ（B）擁　　壁
35cm以上かつ0.15Ｈ以上第二種 真砂土，関東ローム，硬質粘土その他これらに類するもの

第三種 その他の土質
70度を超え75度以下

第一種 岩，岩屑，砂利又は砂利混じり砂
70度を超え75度以下65度を超え70度以下

 
 

盛土 切土2.00m以下 50cm以上 35cm以上2.00mを超え3.00m以下 70　　〃 45　　〃2.00m以下 45　　〃 35　　〃2.00mを超え3.00m以下 60　　〃 45　　〃3.00mを超え4.00m以下 75　　〃 60　　〃 80　　〃2.00m以下 40　　〃 35　　〃2.00mを超え3.00m以下 50　　〃 45　　〃3.00mを超え4.00m以下 65　　〃 60　　〃 80　　〃4.00mを超え5.00m以下 80　　〃 75　　〃 100　〃2.00m以下 85　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 90　　〃 60　　〃2.00m以下 75　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 85　　〃 60　　〃3.00mを超え4.00m以下 105　〃 80　　〃 80　　〃2.00m以下 70　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 80　　〃 60　　〃3.00mを超え4.00m以下 95　　〃 80　　〃 80　　〃4.00mを超え5.00m以下 120　〃 100　〃 100　〃70cm以上 60　　〃60　　〃 30cm以上65°以下5分その他の土質（内部摩擦角20°以上30°未満）第三種 70°を超え75°以下3分 65°を超え70°以下4分
5分 65°以下真砂土，関東ローム，砂質粘土，その他これらに類するもの（内部摩擦角30°以上40°未満）第二種

70°を超え75°以下65°を超え70°以下 60cm以上 30cm以上40cm以上 60　　〃
岩，岩屑，砂利又は砂利交じり砂（内部摩擦角40°以上）第一種 3分4分土　　質 擁　　壁 裏　　栗勾配（θ） 高さ（H） 下端部の厚さ（B） 上端の厚さ（T) 根入れの深さ（D） 下端部の厚さ（b）
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ページ 改    正    案 現        行 １５～ １６ 

注注注注１１１１    土質土質土質土質調査調査調査調査などを行い，土質をなどを行い，土質をなどを行い，土質をなどを行い，土質を決決決決定すること。定すること。定すること。定すること。 注注注注２２２２    別別別別表において，想定したがけの表において，想定したがけの表において，想定したがけの表において，想定したがけの状況状況状況状況は，擁壁上端に続く地表面が水平で，擁は，擁壁上端に続く地表面が水平で，擁は，擁壁上端に続く地表面が水平で，擁は，擁壁上端に続く地表面が水平で，擁    壁に壁に壁に壁に作作作作用する用する用する用する載荷重載荷重載荷重載荷重は５は５は５は５ｋｋｋｋＮＮＮＮ////㎡㎡㎡㎡程度である。なお，程度である。なお，程度である。なお，程度である。なお，載荷重載荷重載荷重載荷重については，については，については，については，実状実状実状実状にににに    応じて応じて応じて応じて考慮考慮考慮考慮すること。すること。すること。すること。    注注注注３３３３    別別別別表の表の表の表の第二種第二種第二種第二種に該当する土質及びに該当する土質及びに該当する土質及びに該当する土質及び構構構構造においては，それ造においては，それ造においては，それ造においては，それぞぞぞぞれの高さに応じて，れの高さに応じて，れの高さに応じて，れの高さに応じて，下下下下記記記記の表にの表にの表にの表に示示示示す必要地す必要地す必要地す必要地耐力耐力耐力耐力以上の地盤に基以上の地盤に基以上の地盤に基以上の地盤に基礎礎礎礎を設置すること。なお，想定を設置すること。なお，想定を設置すること。なお，想定を設置すること。なお，想定条件条件条件条件以外の場合は，以外の場合は，以外の場合は，以外の場合は，別途別途別途別途検討検討検討検討の上，必要地の上，必要地の上，必要地の上，必要地耐力耐力耐力耐力以上の地盤に基以上の地盤に基以上の地盤に基以上の地盤に基礎礎礎礎を設置すること。を設置すること。を設置すること。を設置すること。    
 

 

 

 

 

 

 

 （イ）宅地造成（イ）宅地造成（イ）宅地造成（イ）宅地造成等等等等規規規規制制制制法施行法施行法施行法施行令第令第令第令第１４１４１４１４条条条条の規定に基づくの規定に基づくの規定に基づくの規定に基づく練練練練積み造擁壁の積み造擁壁の積み造擁壁の積み造擁壁の構構構構造造造造    基準基準基準基準    宅地造成宅地造成宅地造成宅地造成等等等等規規規規制制制制法施行法施行法施行法施行令第令第令第令第１４１４１４１４条条条条の規定に基づき，の規定に基づき，の規定に基づき，の規定に基づき，胴胴胴胴込込込込めめめめコンクリコンクリコンクリコンクリーーーー    トトトトを用いてを用いてを用いてを用いて充填充填充填充填するするするするコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックック練練練練積み造擁壁は，次の積み造擁壁は，次の積み造擁壁は，次の積み造擁壁は，次のａａａａ～～～～iiii    に定めるとこに定めるとこに定めるとこに定めるところろろろによる場合においては，同による場合においては，同による場合においては，同による場合においては，同令第令第令第令第８８８８条条条条の規定によるの規定によるの規定によるの規定による練練練練積積積積    み造の擁壁と同み造の擁壁と同み造の擁壁と同み造の擁壁と同等等等等以上の効以上の効以上の効以上の効力力力力があると認める。があると認める。があると認める。があると認める。    ａａａａ    コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックックの４の４の４の４週週週週圧圧圧圧縮縮縮縮強強強強度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ２２２２につき１８につき１８につき１８につき１８ＮＮＮＮ以上で以上で以上で以上で    あること。あること。あること。あること。    ｂｂｂｂ    胴胴胴胴込込込込めに用いるめに用いるめに用いるめに用いるコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトの４の４の４の４週週週週圧圧圧圧縮縮縮縮強強強強度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ２２２２につき１５につき１５につき１５につき１５ＮＮＮＮ    以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。    ｃｃｃｃ    コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックックに用いるに用いるに用いるに用いるコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトのののの比重比重比重比重が２が２が２が２．．．．３以上であ３以上であ３以上であ３以上であ    り，かつ，擁壁に用いるり，かつ，擁壁に用いるり，かつ，擁壁に用いるり，かつ，擁壁に用いるコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックックのののの重重重重量は，壁面量は，壁面量は，壁面量は，壁面 1111 ㎡㎡㎡㎡につにつにつにつ    き３５０き３５０き３５０き３５０ｋｋｋｋｇｇｇｇ以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。    ｄｄｄｄ    コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートブトブトブトブロロロロックックックックは，は，は，は，相相相相当当当当数数数数のののの使使使使用用用用実績実績実績実績を有し，かつ，を有し，かつ，を有し，かつ，を有し，かつ，構構構構造造造造耐力耐力耐力耐力    上支障のないものであり，その形上支障のないものであり，その形上支障のないものであり，その形上支障のないものであり，その形状状状状は，は，は，は，胴胴胴胴込込込込めに用いるめに用いるめに用いるめに用いるコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトトにににに    よって擁壁全体が一体よって擁壁全体が一体よって擁壁全体が一体よって擁壁全体が一体性性性性を有するを有するを有するを有する構構構構造となるものであり，かつ，その施造となるものであり，かつ，その施造となるものであり，かつ，その施造となるものであり，かつ，その施    工が工が工が工が容容容容易易易易なものであること。なものであること。なものであること。なものであること。    ｅｅｅｅ    擁壁の壁体擁壁の壁体擁壁の壁体擁壁の壁体曲曲曲曲げげげげ強強強強度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ度は，１ｍｍ２２２２につき１につき１につき１につき１....５５５５ＮＮＮＮ以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。    ｆｆｆｆ    擁壁の勾配及び高さは，擁壁の擁壁の勾配及び高さは，擁壁の擁壁の勾配及び高さは，擁壁の擁壁の勾配及び高さは，擁壁の背背背背面土の内部面土の内部面土の内部面土の内部摩擦摩擦摩擦摩擦角及び角及び角及び角及びコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト    ブブブブロロロロックックックックのののの控控控控ええええ長長長長さに応じ，さに応じ，さに応じ，さに応じ，別別別別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上    端の水平面上の端の水平面上の端の水平面上の端の水平面上の載荷重載荷重載荷重載荷重は１は１は１は１㎡㎡㎡㎡につき５につき５につき５につき５ｋＮｋＮｋＮｋＮを超えていないこと。を超えていないこと。を超えていないこと。を超えていないこと。 

角度と勾配指数との関係表角度30°35°40°45°50°55°60°65°70°75°80°
1　：　1．731　：　1．421　：　1．191　：　1．001　：　0．83
勾配指数
1　：　0．361　：　0．271　：　0．18
1　：　0．701　：　0．581　：　0．47

 
 
 

 
高さ 種別 θ≦65度盛土切土盛土切土盛土切土盛土切土

表 　擁壁高さと勾配に応じた必要地耐力（ｋＮ／㎡）65度＜θ≦70度 70度＜θ≦75度2 75 75 753 75 75 754 100 100 －5 125 － －
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ページ 改    正    案 現        行 １６～ １７ 

ｇｇｇｇ    擁壁擁壁擁壁擁壁を岩盤にを岩盤にを岩盤にを岩盤に接着接着接着接着して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁前前前前面の面の面の面の根根根根入入入入れれれれ深深深深さはさはさはさは    擁壁の高さの１００分の２０擁壁の高さの１００分の２０擁壁の高さの１００分の２０擁壁の高さの１００分の２０((((そのそのそのその値値値値が４５が４５が４５が４５ｃｃｃｃｍにｍにｍにｍに満満満満たないときは，４５たないときは，４５たないときは，４５たないときは，４５    ｃｃｃｃｍｍｍｍ))))以上とし，かつ，擁壁には，一体の以上とし，かつ，擁壁には，一体の以上とし，かつ，擁壁には，一体の以上とし，かつ，擁壁には，一体の鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト造又は造又は造又は造又は無筋コ無筋コ無筋コ無筋コ    ンクリンクリンクリンクリーーーートトトト造で擁壁のすべり及び造で擁壁のすべり及び造で擁壁のすべり及び造で擁壁のすべり及び沈沈沈沈下に対して安全である基下に対して安全である基下に対して安全である基下に対して安全である基礎礎礎礎を設けるを設けるを設けるを設ける    こと。こと。こと。こと。    ｈｈｈｈ    擁壁が擁壁が擁壁が擁壁が曲曲曲曲面又は面又は面又は面又は折折折折面をなす部分で必要な箇所，擁壁の面をなす部分で必要な箇所，擁壁の面をなす部分で必要な箇所，擁壁の面をなす部分で必要な箇所，擁壁の背背背背面土又は擁壁面土又は擁壁面土又は擁壁面土又は擁壁    が設置される地盤の土質が著しくが設置される地盤の土質が著しくが設置される地盤の土質が著しくが設置される地盤の土質が著しく変変変変化する箇所など化する箇所など化する箇所など化する箇所など破破破破壊のおそれのある壊のおそれのある壊のおそれのある壊のおそれのある    箇所には，箇所には，箇所には，箇所には，鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト造の造の造の造の控控控控え壁又はえ壁又はえ壁又はえ壁又は控控控控ええええ柱柱柱柱を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。    ｉｉｉｉ    擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の背背背背面には，排水を良くするため，面には，排水を良くするため，面には，排水を良くするため，面には，排水を良くするため，栗栗栗栗石，石，石，石，砂利などで有効に砂利などで有効に砂利などで有効に砂利などで有効に裏込裏込裏込裏込    めすること。めすること。めすること。めすること。                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ブロックの控え長さブロックの控え長さブロックの控え長さブロックの控え長さ    ((((単位ｃｍ単位ｃｍ単位ｃｍ単位ｃｍ))))    擁擁擁擁    壁壁壁壁    勾勾勾勾    配配配配    高さ高さ高さ高さ((((単位ｍ単位ｍ単位ｍ単位ｍ))))    ２０度以上２０度以上２０度以上２０度以上    ３０３０３０３０度未満度未満度未満度未満    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満    １以下１以下１以下１以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ３５以上４５未満３５以上４５未満３５以上４５未満３５以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １以下１以下１以下１以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    ３０度以上３０度以上３０度以上３０度以上    ４０度未満４０度未満４０度未満４０度未満    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ３以下３以下３以下３以下    ３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ３以下３以下３以下３以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ４以下４以下４以下４以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ３以下３以下３以下３以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ４．５以下４．５以下４．５以下４．５以下    ４０度以上４０度以上４０度以上４０度以上    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０未満６５度以上７０未満６５度以上７０未満６５度以上７０未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ５以下５以下５以下５以下    ３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ４．５４．５４．５４．５以下以下以下以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ５以下５以下５以下５以下    ４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ３以下３以下３以下３以下    ７０度未満７０度未満７０度未満７０度未満    ５以下５以下５以下５以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ７０度未満７０度未満７０度未満７０度未満    ５以下５以下５以下５以下    
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ページ 改    正    案    現        行 

 （（（（３３３３））））大大大大臣臣臣臣認定擁壁を認定擁壁を認定擁壁を認定擁壁を使使使使用する場合には，用する場合には，用する場合には，用する場合には，大臣認定書の写しを添付し，かつ，構造については，その仕様によること。 （４）（４）（４）（４）擁壁の基礎が盛土上に設置された場合は，転圧，良質土の搬入などの施工は 特に入念に行うこと。 （５）（５）（５）（５）擁壁の基礎地盤面に１００ｋＮ／㎡を超える応力度（常時）が生じる場合に は，当該応力などが土質試験，載荷試験などに基づく当該地盤の許容応力度を 超えないことを確かめること。 （６）斜面上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基（６）斜面上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基（６）斜面上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基（６）斜面上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基礎前礎前礎前礎前端より擁壁の高端より擁壁の高端より擁壁の高端より擁壁の高    さの０さの０さの０さの０．．．．４４４４ＨＨＨＨ以上で，かつ１以上で，かつ１以上で，かつ１以上で，かつ１．．．．５ｍ以上だけ土質に応じた勾配５ｍ以上だけ土質に応じた勾配５ｍ以上だけ土質に応じた勾配５ｍ以上だけ土質に応じた勾配線線線線（（（（θθθθ）より）より）より）より後後後後    退退退退し，その部分はし，その部分はし，その部分はし，その部分はコンクリコンクリコンクリコンクリーーーート打ちト打ちト打ちト打ちなどにより風化などにより風化などにより風化などにより風化侵食侵食侵食侵食のおそれのないのおそれのないのおそれのないのおそれのない状態状態状態状態にににに    する。する。する。する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（イ）（イ）（イ）（イ）大臣認定ブブブブロロロロックックックック積積積積擁壁についてについてについてについては，国国国国土土土土交交交交通通通通大臣認定書の写しを添 付し，かつ，構造については，その仕様によること。 （３）（３）（３）（３）擁壁の基礎が盛土上に設置された場合は，転圧，良質土の搬入などの施工は特に入念に行うこと。 （４）（４）（４）（４）擁壁の地盤に 100ｋＮ／ｍ２を超える応力度（常時）が生じる場合には，当 該応力などが土質調査試験，載荷試験などに基づく当該地盤の許容応力度を超 えないことを確かめること。 （５）盛土で２５°，切土又は在（５）盛土で２５°，切土又は在（５）盛土で２５°，切土又は在（５）盛土で２５°，切土又は在来来来来地盤で３５°を超える地盤で３５°を超える地盤で３５°を超える地盤で３５°を超える急急急急傾傾傾傾斜地には，斜地には，斜地には，斜地には，原則原則原則原則としとしとしとし    て擁壁を設置しないこと。ただし，擁壁下部斜面を適当な工法により保護するて擁壁を設置しないこと。ただし，擁壁下部斜面を適当な工法により保護するて擁壁を設置しないこと。ただし，擁壁下部斜面を適当な工法により保護するて擁壁を設置しないこと。ただし，擁壁下部斜面を適当な工法により保護する    場合は，この限りでない。場合は，この限りでない。場合は，この限りでない。場合は，この限りでない。    また，また，また，また，傾傾傾傾斜地に設置する擁壁の斜地に設置する擁壁の斜地に設置する擁壁の斜地に設置する擁壁の根根根根入入入入れの取り方は，次図及び次表によること。れの取り方は，次図及び次表によること。れの取り方は，次図及び次表によること。れの取り方は，次図及び次表によること。 
 0.4H0.4H0.4H0.4H 以上で以上で以上で以上で    かつかつかつかつ 1.51.51.51.5ｍ以上ｍ以上ｍ以上ｍ以上    HHHH    コンクリート打ちコンクリート打ちコンクリート打ちコンクリート打ち    厚さ厚さ厚さ厚さ 5555ｃｍ～ｃｍ～ｃｍ～ｃｍ～10101010ｃｍｃｍｃｍｃｍ    

θθθθ    100

15
H以上かつ 35ｃｍ以上 または  

100

20
H以上かつ 45ｃｍ以上 （「別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表」における第三種相当の場合） 

 

 Ｈ 仮ＧＬ ｈ 

勾配 切土又は在来地盤 35°   盛  土   25° 

0.4Ｈ以上かつ 1.5ｍ以上 
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ページ 改    正    案    現        行 １７～１８ 

                                （（（（７７７７））））伸縮継目は，は，は，は，原則原則原則原則として擁壁として擁壁として擁壁として擁壁長長長長ささささ 20202020ｍ以内ごとにｍ以内ごとにｍ以内ごとにｍ以内ごとに 1111箇所設け，箇所設け，箇所設け，箇所設け，特特特特に地盤に地盤に地盤に地盤条件条件条件条件のののの変変変変化する箇所，擁壁高さが著しく化する箇所，擁壁高さが著しく化する箇所，擁壁高さが著しく化する箇所，擁壁高さが著しく異異異異なる箇所，擁壁のなる箇所，擁壁のなる箇所，擁壁のなる箇所，擁壁の材料・構材料・構材料・構材料・構法を法を法を法を異にする箇所は，有効に伸縮継目を設け，基礎部分まで切断する。また，擁壁の屈曲部においてにおいてにおいてにおいては，伸縮継伸縮継伸縮継伸縮継目目目目のののの位位位位置を置を置を置を隅角部から擁壁の高さの分だけ避けて設置する。    （８）（８）（８）（８）擁壁（（（（練練練練積み造擁壁，積み造擁壁，積み造擁壁，積み造擁壁，鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト造擁壁，造擁壁，造擁壁，造擁壁，無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリ無筋コンクリーーーートトトト造擁壁（造擁壁（造擁壁（造擁壁（背背背背面に勾配を付けた場合は除く。））面に勾配を付けた場合は除く。））面に勾配を付けた場合は除く。））面に勾配を付けた場合は除く。））の屈曲する箇所は，隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること（二等辺の一辺の長さは，擁壁の高さ３ｍ以下で５０ｃｍ以上，３ｍを超えるもので６０ｃｍ以上とする。）。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）（６）（６）（６）伸縮継目材材材材は，は，は，は，瀝青繊維瀝青繊維瀝青繊維瀝青繊維質質質質目目目目地地地地材材材材とし，とし，とし，とし，厚厚厚厚さはさはさはさは 10101010ｍｍとし，施工間隔はｍｍとし，施工間隔はｍｍとし，施工間隔はｍｍとし，施工間隔は 10101010    ｍをｍをｍをｍを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。特特特特に地盤のに地盤のに地盤のに地盤の変変変変化する箇所，擁壁の高さが著しく化する箇所，擁壁の高さが著しく化する箇所，擁壁の高さが著しく化する箇所，擁壁の高さが著しく異異異異なる箇所，なる箇所，なる箇所，なる箇所，    擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の構構構構造工法造工法造工法造工法を異にする箇所は，有効に伸縮継目を設け，基礎部分までを切 断することことことこと。また，擁壁の屈曲部は，隅角部から擁壁高さ分だけ避けて設置す ることことことこと。 （（（（７７７７））））擁壁の屈曲する箇所は，隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンク リートで補強すること（二等辺の一辺の長さは，擁壁の高さ３ｍ以下で  ５ ０ｃｍ以上，３ｍを超えるもので６０ｃｍ以上とする。）。 

 

表表表表    土質土質土質土質別別別別角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    背背背背面土質面土質面土質面土質    軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の著しいものを著しいものを著しいものを著しいものを除く）除く）除く）除く）    風化の著しい風化の著しい風化の著しい風化の著しい岩岩岩岩    砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，関東ローム，関東ローム，関東ローム，関東ローム，硬質粘土その硬質粘土その硬質粘土その硬質粘土その他これらに類他これらに類他これらに類他これらに類するものするものするものするもの    盛土又は盛土又は盛土又は盛土又は腐植腐植腐植腐植土土土土    角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    ６０度６０度６０度６０度    ４０度４０度４０度４０度    ３５度３５度３５度３５度    ２５度２５度２５度２５度    
 

 

擁壁の種別 土  質 ｈ Ｈ 練積み造擁壁 

第 1・2種 H×

100

15 かつ 35cm 以上 ５ｍ以下 第 3種 H×

100

20 かつ 45cm 以上 コンクリート 造 擁 壁 

 
H×

100

20 かつ 35cm 以上 ただし，H が 5ｍ以上の場合は
1ｍ以上とすることができる。 

10ｍ以下 
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ページ 改    正    案    現        行 １８～１９ 

（（（（９９９９））））上下に分離された練積み造擁壁の構造寸法の算出                                                                                             （（（（10101010））））図に示す擁壁で表のθ角度内に入っていないものは，二二二二段の擁壁とみなされみなされみなされみなされ    るのでるのでるのでるので一体の擁壁として設計を行うこと。なお，上部擁壁が表のなお，上部擁壁が表のなお，上部擁壁が表のなお，上部擁壁が表のθθθθ角度内に角度内に角度内に角度内に入入入入    っている場合は，っている場合は，っている場合は，っている場合は，別個別個別個別個の擁壁としての擁壁としての擁壁としての擁壁として扱扱扱扱うが，水平距離を０うが，水平距離を０うが，水平距離を０うが，水平距離を０．．．．４４４４ＨＨＨＨ以上かつ１以上かつ１以上かつ１以上かつ１．．．．    ５ｍ以上離さなければならない。５ｍ以上離さなければならない。５ｍ以上離さなければならない。５ｍ以上離さなければならない。                                    

（８）（８）（８）（８）上下に分離された練積み造擁壁の構造寸法の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （９）（９）（９）（９）図に示す擁壁でθ角度内に入っていないものは，２２２２段の擁壁とみなしみなしみなしみなし，一体 の擁壁として設計を行うこと 

 a 

b 

c 

h1 

h 

 

H≦5m 

GL θ：土質別角度 

下段擁壁は，Ｈを擁壁の高さとし,擁壁の勾配及びｃ（下端部の厚さ）を決める。 ｂの寸法はａ，ｃ，ｈ，ｈ１の関係による比例配分により算出する。 上段擁壁は，ｈ１を擁壁の高さとし，擁壁の寸法等を決める。 下段擁壁 

上段擁壁 

 表表表表    土質土質土質土質別別別別角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    背背背背面土質面土質面土質面土質    軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の著しいものを著しいものを著しいものを著しいものを除く）除く）除く）除く）    風化の著しい風化の著しい風化の著しい風化の著しい岩岩岩岩    砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，関東ローム，関東ローム，関東ローム，関東ローム，硬質粘土その硬質粘土その硬質粘土その硬質粘土そのたこれらに類たこれらに類たこれらに類たこれらに類するものするものするものするもの    盛土または盛土または盛土または盛土または腐腐腐腐植植植植土土土土    角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    ６０度６０度６０度６０度    ４４４４００００度度度度    ３５度３５度３５度３５度    ２５度２５度２５度２５度    
 

 a 

b 

c 

d 

h1 

h 

 

H 

θ＝切土 35°，盛土 25° 

全高 Hを擁壁の高さとし， 擁壁の勾配及び a，d の寸法を求める。また，ｂ，ｃの寸法は，a，ｄ，ｈ，ｈ１の関係による比例配分により算出する。 
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ページ 改    正    案    現        行 １９                                                             ｈ：ｈ：ｈ：ｈ：
100

15 HHHH 以上かつ以上かつ以上かつ以上かつ 35353535ｃｍ以上ｃｍ以上ｃｍ以上ｃｍ以上    またはまたはまたはまたは
100

20 HHHH 以上かつ以上かつ以上かつ以上かつ 45454545ｃｍ以上ｃｍ以上ｃｍ以上ｃｍ以上    （（（（基礎地盤が｢別表基礎地盤が｢別表基礎地盤が｢別表基礎地盤が｢別表    練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種相当の土質練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種相当の土質練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種相当の土質練積み造擁壁の各部の構造寸法表｣における第三種相当の土質））））                                （（（（11111111）擁壁上部に斜面がある場合は，土質に応じた勾配）擁壁上部に斜面がある場合は，土質に応じた勾配）擁壁上部に斜面がある場合は，土質に応じた勾配）擁壁上部に斜面がある場合は，土質に応じた勾配線線線線が斜面とが斜面とが斜面とが斜面と交差交差交差交差したしたしたした点点点点までまでまでまでの垂直高さをがけ高さとの垂直高さをがけ高さとの垂直高さをがけ高さとの垂直高さをがけ高さと仮仮仮仮定し，擁壁はその高さに応じた定し，擁壁はその高さに応じた定し，擁壁はその高さに応じた定し，擁壁はその高さに応じた構構構構造とすること。造とすること。造とすること。造とすること。                                    

 

 表表表表    土質土質土質土質別別別別角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    背背背背面土質面土質面土質面土質    軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の著しいもの著しいもの著しいもの著しいものを除く）を除く）を除く）を除く）    風化の著し風化の著し風化の著し風化の著しい岩い岩い岩い岩    砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，砂利，真砂土，関東関東関東関東ローム，硬質粘土そローム，硬質粘土そローム，硬質粘土そローム，硬質粘土そのたこれらに類するのたこれらに類するのたこれらに類するのたこれらに類するものものものもの    盛土または盛土または盛土または盛土または腐植腐植腐植腐植土土土土    角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    ６０度６０度６０度６０度    ４４４４００００度度度度    ３５度３５度３５度３５度    ２５度２５度２５度２５度    
 

 θ：土質別角度 H 

 

 
θ＝切土 35°   盛土 25° 
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ページ 改    正    案    現        行 １９  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表表表表    土質土質土質土質別別別別角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    背背背背面土質面土質面土質面土質    軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の軟岩（風化の著しいもの著しいもの著しいもの著しいものを除く）を除く）を除く）を除く）    風化の著し風化の著し風化の著し風化の著しい岩い岩い岩い岩    砂利，真砂土，関砂利，真砂土，関砂利，真砂土，関砂利，真砂土，関東ローム，硬質粘東ローム，硬質粘東ローム，硬質粘東ローム，硬質粘土そのたこれらに土そのたこれらに土そのたこれらに土そのたこれらに類するもの類するもの類するもの類するもの    盛土または盛土または盛土または盛土または腐植腐植腐植腐植土土土土    角度（角度（角度（角度（θθθθ））））    ６０度６０度６０度６０度    ４４４４００００度度度度    ３５度３５度３５度３５度    ２５度２５度２５度２５度    
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ページ 改    正    案 現        行 ２０ ３ 排水施設  (１) 計画排水量の算定と断面の検討  排水施設は，造成造成造成造成区域の規模及び形状，造成造成造成造成区域内の地形，予定建築物等の用途並びに造成造成造成造成区域周辺の降水量などから想定される雨水及び汚水を有効に排出できるものであること。 ア 河川（一級河川，二級河川，準用河川及び造成造成造成造成区域面積が相当規模以上の もの） 砂防指定地内の開発行為については，「広島県砂防事業設計指針」及び 「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発 審査基準（案）」によること。 （ア）計画雨水排水量の算定 

                 （降雨強度） 略    （洪水到達時間）     略 

３ 排水施設  (１) 計画排水量の算定と断面の検討 排水施設は，開発開発開発開発区域の規模及び形状，開発開発開発開発区域内の地形，予定建築物等の用途並びに開発開発開発開発区域周辺の降水量などから想定される雨水及び汚水を有効に排出できるものであること。 ア 河川（一級河川，二級河川，準用河川及び開発開発開発開発区域面積が相当規模以上の もの） 砂防指定地内の開発行為については，「広島県砂防事業設計指針」及び 「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発 審査基準（案）」によること。 （ア）計画雨水排水量の算定 

                 （降雨強度） 略    （洪水到達時間）     略  

Ｑ ＝     ×ｆ×Ｒ×Ａ        Q：計画高水流量（ｍ３／sec）                   
ｆ：流出係数 Ｒ：降雨強度（ｍｍ／ｈ） Ａ：流域面積（ｈａ） 

１ ３６０ 

（流出係数）密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし， ・・・・・０．９              造成造成造成造成区域を含む。       一般市街地             ・・・・・０．８      畑，原野              ・・・・・０．６      水田                ・・・・・０．７      山地                ・・・・・０．７       ゴルフ場              ・・・・・０．８ 

Ｑ ＝     ×ｆ×Ｒ×Ａ        Q：計画高水流量（ｍ３／sec）                   
ｆ：流出係数 Ｒ：降雨強度（ｍｍ／ｈ） Ａ：流域面積（ｈａ） 

１ ３６０ 

（流出係数）密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし， ・・・・・０．９             開発開発開発開発区域を含む。       一般市街地             ・・・・・０．８      畑，原野              ・・・・・０．６      水田                ・・・・・０．７      山地                ・・・・・０．７       ゴルフ場              ・・・・・０．８ 
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ページ 改    正    案 現        行 ２１ （イ）断面の検討 Q ＝ Ａ×Ｖ    Ｑ・・・・洪水のピーク流量（ｍ３／sec）           Ａ・・・・断面積（ｍ２）           Ｖ・・・・流速（ｍ／sec） （流速） 原則としてマニング公式により算定すること。ただし，団地内の排水にかかるものについては，クッター公式により算出することができる。               Ｖ：流速（ｍ／sec）          n  ：粗度係数          三面張りコンクリート  ・・・・０．０２５          石積みなどなどなどなど（二面張り） ・・・・０．０３５          素掘り         ・・・・０．０４０        R ：径深（ｍ）[流水断面Ａ／潤辺長Ｐ] 余裕高は，河川管理施設等構造令第２０条び  規則第３６条第２号の規定によるものとする。       I ：動水勾配（河床勾配を採用する。） イ 水路（ア以外の場合） （ア）計画汚水排水量の算定 住宅団地の場合の管きょきょきょきょの設計に用いる計画汚水量は，計画時間最大汚水     量を使用し，次式によること。住宅地以外は，予定建築物の用途，規模によ り想定される計画使用水量を勘案して算出すること。 
 

                                                地下水量が考えられる場合は，必要に応じて１人１日最大汚水量の２割を加 算すること。 

 

 

  

（イ）断面の検討 Q ＝ Ａ×Ｖ    Ｑ・・・・洪水のピーク流量（ｍ３／sec）           Ａ・・・・断面積（ｍ２）           Ｖ・・・・流速（ｍ／sec） （流速） 原則としてマニング公式により算定すること。ただし，団地内の排水にかかるものについては，クッター公式により算出することができる。                Ｖ：流速（ｍ／sec）         n  ：粗度係数          三面張りコンクリート  ・・・・０．０２５          石積み等等等等（二面張り） ・・・・０．０３５          素掘り         ・・・・０．０４０      R ：径深（ｍ）[流水断面Ａ／潤辺長Ｐ] 余裕高は，河川管理施設等構造令第２０条び  規則第３６条第２号の規定によるものとする。         I ：動水勾配（河床勾配を採用する。） イ 水路（ア以外の場合） （ア）計画汚水排水量の算定 住宅団地の場合の管渠渠渠渠の設計に用いる計画汚水量は，計画時間最大汚水     量を使用し，次式によること。住宅地以外は，予定建築物の用途，規模によ り想定される計画使用水量を勘案して算出すること。   

 

 

 

 

 

 地下水量が考えられる場合は，必要に応じて１人１日最大汚水量の２割を加 算すること。 

Ｖ＝    × Ｒ × Ｉ 

１－ｎ

 

2/3 1/2 

（ℓ ／sec） 
計画時間最大汚水量＝        ×（計画１日最大汚水量）×1.8 
 

1 

24×60×60 計画１日最大汚水量 ・・・１人１日最大汚水量×計画人口 １人１日最大汚水量 ・・・市町の下水道計画に定めがある場合はその値を 優先し，無い場合は４５０ℓ ／日とする。 計画人口      ・・・４人／戸 

 

Ｖ＝    × Ｒ × Ｉ 

１－ｎ
 

2/3 1/2 

（ℓ ／sec） 
計画時間最大汚水量＝        ×（計画１日最大汚水量）×1.8 
 

1 

24×60×60 計画１日最大汚水量 ・・・１人１日最大汚水量×計画人口 １人１日最大汚水量 ・・・市町の下水道計画に定めがある場合はその値を 優先し，無い場合は４５０ℓ ／日とする。 計画人口      ・・・４人／戸 
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ページ 改    正    案 現        行 ２２～２３    （イ）略 （ウ）断面の検討 雨水と汚水との排水は分離して処理することとし，雨水，汚水排水量の設 計流速・割増率は，次により決定すること。 ａ 排水路の設計流速 設計流速は，特殊な場合を除き，次表の基準によること。 
          ｂ 計画下水下水下水下水量の割増率 （ａ）汚水 管きょの内きょの内きょの内きょの内径径径径 割増率 ７００ｍｍ未満 計画下水量の計画下水量の計画下水量の計画下水量の１００％％％％ ７００ｍｍ以上以上以上以上    １，６５０ｍｍ未満 計画下水量の計画下水量の計画下水量の計画下水量の５０％以上以上以上以上    １００％以下 １，６５０ｍｍ以上 ３，０００ｍｍ以下３，０００ｍｍ以下３，０００ｍｍ以下３，０００ｍｍ以下 計画下水量の計画下水量の計画下水量の計画下水量の２５％以上以上以上以上    ５０％以下 （ｂ）雨水         計画雨水雨水雨水雨水量の２０％      （ｃ）合流    計画下水下水下水下水量の３０％ （流速）         流量計算には，流量計算には，流量計算には，流量計算には，マニマニマニマニング式ング式ング式ング式又は又は又は又はクックックックッターターターター式式式式を用いる。を用いる。を用いる。を用いる。            マニマニマニマニング式ング式ング式ング式            ＱＱＱＱ    ＝＝＝＝    ＡＡＡＡ    ××××    ＶＶＶＶ         

  （イ）略 （ウ）断面の検討 雨水と汚水との排水は分離して処理することとし，雨水，汚水排水量の設 計流速・割増率は，次により決定すること。 ａ 排水路の設計流速 設計流速は，特殊な場合を除き，次表の基準によること。 
          ｂ 計画流出流出流出流出量の割増率 （ａ）汚水 管径径径径 割増率 管の内管の内管の内管の内径径径径７００ｍｍ未満 １００ 管の内管の内管の内管の内径径径径７００ｍｍ～    １，６５０ｍｍ未満 ５０％～～～～１００％以下 管の内管の内管の内管の内径径径径１，６５０ｍｍ以上の場合 ２５％～～～～５０％以下 （ｂ）雨水         計画流出流出流出流出量の２０％      （ｃ）合流    計画流出流出流出流出量の３０％          ＱＱＱＱ    ＝＝＝＝    ＡＡＡＡ    ××××    ＶＶＶＶ   （流速）    

排水施設 最小流速 最大流速 汚水管きょきょきょきょ ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水管きょきょきょきょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 合流管きょきょきょきょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水開きょきょきょきょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 
 

Ｖ＝    × Ｒ × Ｉ   （ｍ（ｍ（ｍ（ｍ////ssssecececec）））） 

１－ｎ
 

2/3 1/2 

排水施設 最小流速 最大流速 汚水管渠渠渠渠 ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水管渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 合流管渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水開渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 
 

Ｖ＝    × Ｒ × Ｉ   

１－ｎ

 

2/3 1/2 

Ｑ・・・洪水のピーク流量（㎥/sec） Ａ・・・断面積（㎡） Ⅴ・・・流速（ｍ/sec） 
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ページ 改    正    案 現        行 ２３ クックックックッターターターター式式式式           ＱＱＱＱ    ＝＝＝＝    ＡＡＡＡ    ××××    ＶＶＶＶ                                                       マニマニマニマニング式ング式ング式ング式及び及び及び及びクックックックッターターターター式式式式共共共共通通通通のののの粗粗粗粗度係度係度係度係数数数数                                      ※※※※    上上上上記記記記以外の管以外の管以外の管以外の管種種種種のののの粗粗粗粗度係度係度係度係数数数数については，その管については，その管については，その管については，その管種種種種のののの粗粗粗粗度係度係度係度係数数数数にににに    よる。よる。よる。よる。    ウ その他 残流域を有する河川（渓流）が造成地内を通過する場合は，開きょきょきょきょとす ること。 また，造成地内に設置される水路で流量が１．５㎥／sec以上のものは， 原則として開きょきょきょきょとすること。    

Ｖ：流速(m／sec)             ｎ：粗度係数              三面張りコンクリート・・・０．０１５              ヒューム管     ・・・０．０１３              Ｕ字フリューム管  ・・・０．０１３              鋳鉄管・鋼管    ・・・０．０１２              硬質塩化ビニル管  ・・・０．０１０              ＦＲＰ管      ・・・０．０１０             R ：径深（ｍ）             I  ：動水勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ その他 残流域を有する河川（渓流）が造成地内を通過する場合は，開渠渠渠渠とするこ 

       と。 また，造成地内に設置される水路で流量が１．５ ｍ3／sec以上のものは， 原則として開渠渠渠渠とすること。  
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 （（（（ｍｍｍｍ////ssssecececec）））） 
 

Q ：流量（㎥／sec） 

A ： 流水の断面積（㎡） 

V ：流速（ｍ／sec） 

n ：粗度係数 

R ：径深（ｍ）（＝ A / P ） 

P ：流水の潤辺長 

I ：動水勾配 

 

I
In

N ×++ ）

00155.01
23(:   

n
I

D ×+
00155.0

23:  

管管管管    種種種種    粗粗粗粗度係度係度係度係数数数数    陶陶陶陶    管管管管    ００００．．．．０１３０１３０１３０１３    鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト管きょなどの工場管きょなどの工場管きょなどの工場管きょなどの工場製品製品製品製品    ００００．．．．０１３０１３０１３０１３    現現現現場場場場打ち鉄筋コンクリ打ち鉄筋コンクリ打ち鉄筋コンクリ打ち鉄筋コンクリーーーートトトト管きょ管きょ管きょ管きょ    ００００．．．．０１３０１３０１３０１３    硬質硬質硬質硬質塩塩塩塩化化化化ビニビニビニビニール管ール管ール管ール管    ００００．．．．０１００１００１００１０    強強強強化化化化ププププラスラスラスラスチチチチックックックック複複複複合管合管合管合管    ００００．．．．０１００１００１００１０    
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ページ 改    正    案 現        行 ２３～ ２４ （２）造成造成造成造成区域外の排水施設などなどなどなどとの接続 ア 造成造成造成造成区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況その他のその他のその他のその他の状況状況状況状況    をををを勘案勘案勘案勘案して，して，して，して，開発開発開発開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるよすることができるよすることができるよすることができるよ    うに，下水うに，下水うに，下水うに，下水道道道道，排水，排水，排水，排水路路路路その他の排水施設又はその他の排水施設又はその他の排水施設又はその他の排水施設又は河川その他の公共の水域若し くは海域に接続していしていしていしていること。この場合において，この場合において，この場合において，この場合において，放流先の排水能力によ りやむを得ないと認められるときは，開発区域内において一時雨水をにおいて一時雨水をにおいて一時雨水をにおいて一時雨水を貯貯貯貯留留留留    するするするする遊遊遊遊水水水水池池池池その他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることを妨妨妨妨げない。げない。げない。げない。      イ 雨水（（（（処理処理処理処理されたされたされたされた汚汚汚汚水及びその他の水及びその他の水及びその他の水及びその他の汚汚汚汚水でこれと同程度以上に水でこれと同程度以上に水でこれと同程度以上に水でこれと同程度以上に清浄清浄清浄清浄であであであであ    るものを含む。）るものを含む。）るものを含む。）るものを含む。）以外の下水は，原則として，暗きょによって排出することきょによって排出することきょによって排出することきょによって排出すること    ができるように定められていることができるように定められていることができるように定められていることができるように定められていること。 （３）排水施設の構造    ア 排水施設は，堅固で耐久性を有する構造であること。    イイイイ 排水施設は，排水施設は，排水施設は，排水施設は，陶器陶器陶器陶器，，，，コンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト，れ，れ，れ，れんんんんがその他のがその他のがその他のがその他の耐耐耐耐水水水水性性性性のののの材料材料材料材料で造り，で造り，で造り，で造り，かつ，かつ，かつ，かつ，漏漏漏漏水を水を水を水を最最最最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，が小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，が小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，が小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては，け崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては，け崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては，け崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては，専専専専ら雨水そのら雨水そのら雨水そのら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は他の地表水を排除すべき排水施設は他の地表水を排除すべき排水施設は他の地表水を排除すべき排水施設は，多，多，多，多孔孔孔孔管その他雨水を地下に管その他雨水を地下に管その他雨水を地下に管その他雨水を地下に浸透浸透浸透浸透させさせさせさせるるるる機能機能機能機能を有するものとすることができる。を有するものとすることができる。を有するものとすることができる。を有するものとすることができる。       ウウウウ 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されているされているされているされていること。 エエエエ    管きょの勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく管きょの勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく管きょの勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく管きょの勾配及び断面積が，その排除すべき下水又は地下水を支障なく    流下させることができるもの（流下させることができるもの（流下させることができるもの（流下させることができるもの（公共公共公共公共の用にの用にの用にの用に供供供供する排水施設のうする排水施設のうする排水施設のうする排水施設のうちちちち暗暗暗暗きょできょできょできょで    あるあるあるある構構構構造の部分にあっては，その内造の部分にあっては，その内造の部分にあっては，その内造の部分にあっては，その内径径径径又は内法幅が，又は内法幅が，又は内法幅が，又は内法幅が，汚汚汚汚水管きょにあって水管きょにあって水管きょにあって水管きょにあって    は，２０は，２０は，２０は，２０ｃｃｃｃｍ以上，ｍ以上，ｍ以上，ｍ以上，雨水管きょにあっては，２５雨水管きょにあっては，２５雨水管きょにあっては，２５雨水管きょにあっては，２５ｃｃｃｃｍ以上のもの）であるｍ以上のもの）であるｍ以上のもの）であるｍ以上のもの）である    こと。こと。こと。こと。    オオオオ 使用管種及び埋設寸法      管きょきょきょきょの最小被被被被りりりりの決定にあたってあたってあたってあたっては，取付管，路面荷重，路盤厚及び他の埋設物の関係，その他道路占用条件を考慮して適切な土被被被被りりりりとすること。      公道内に埋設する管きょきょきょきょについては，道路法施行令第１１条の４第１項により，下水下水下水下水道道道道管の管の管の管の本線本線本線本線をををを埋埋埋埋設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その頂頂頂頂部と部と部と部と路路路路面との面との面との面との    距離は３ｍ（工事距離は３ｍ（工事距離は３ｍ（工事距離は３ｍ（工事実実実実施上やむを施上やむを施上やむを施上やむを得得得得ない場合にあっては１ｍ）以下としないない場合にあっては１ｍ）以下としないない場合にあっては１ｍ）以下としないない場合にあっては１ｍ）以下としない    こと。こと。こと。こと。         

（２）開発開発開発開発区域外の排水施設等等等等との接続 ア 開発開発開発開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況などをなどをなどをなどを考慮考慮考慮考慮し て区域内の下水（（（（汚汚汚汚水及び雨水）水及び雨水）水及び雨水）水及び雨水）を，有効かつ適切に排出できる次できる次できる次できる次の施設，の施設，の施設，の施設，    河川（一（一（一（一級級級級又は又は又は又は二二二二級河川級河川級河川級河川，，，，河川河川河川河川法を準用する法を準用する法を準用する法を準用する河川河川河川河川，，，，普普普普通通通通河川河川河川河川））））その他の公 共の水域又は海域に接続すすすすること。ただし，ただし，ただし，ただし，放流先の排水能力によりやむ を得ないと認められるときは，原則原則原則原則としてとしてとしてとして開発区域内の適地にの適地にの適地にの適地に一時雨水を 貯留する調調調調整池整池整池整池などの施設を設けることなどの施設を設けることなどの施設を設けることなどの施設を設けること。 （ア）下水（ア）下水（ア）下水（ア）下水道道道道    （イ）排水（イ）排水（イ）排水（イ）排水路路路路，その他の排水施設，その他の排水施設，その他の排水施設，その他の排水施設    イ 雨水以外の下水は，原則として暗渠渠渠渠排水とすること排水とすること排水とすること排水とすること。   （３）排水施設の構造 ア 排水施設は，堅固で耐久力を有する構造とすること。 

 

 

 

 

 

 イイイイ 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障が ない場所に設置するするするすること。 ウウウウ 管管管管渠渠渠渠及び及び及び及び暗渠暗渠暗渠暗渠    管管管管渠渠渠渠の内の内の内の内径径径径は，は，は，は，汚汚汚汚水管水管水管水管渠渠渠渠にあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０ccccmmmm以上とすること。以上とすること。以上とすること。以上とすること。    エエエエ 使用管種及び埋設寸法   管渠渠渠渠の最小土かかかかぶぶぶぶりりりりの決定については，取付けけけけ管，路面荷重，路盤厚及  び他の埋設物の関係，その他道路占用条件を考慮して適切な土かかかかぶぶぶぶりりりりとす ること。 公道内に埋設する管渠については，道路法施行令第１１条の３第２号及第１１条の３第２号及第１１条の３第２号及第１１条の３第２号及    びびびび第１１条の４第１項により，水管又は水管又は水管又は水管又はガガガガスススス管の管の管の管の本線本線本線本線をををを埋埋埋埋設する場合にお設する場合にお設する場合にお設する場合にお    いては，そのいては，そのいては，そのいては，その頂頂頂頂部と部と部と部と路路路路面との距離は１面との距離は１面との距離は１面との距離は１．．．．２２２２mmmm（工事（工事（工事（工事実実実実施上やむを施上やむを施上やむを施上やむを得得得得ない場合ない場合ない場合ない場合    にあっては，０にあっては，０にあっては，０にあっては，０．．．．６ｍ）を６ｍ）を６ｍ）を６ｍ）を超えていること超えていること超えていること超えていること，，，，下水道管の本線を埋設する場 合においては，その頂部と路面との距離は３ｍ（工事実施上やむをえない 場合にあっては１ｍ）を超えていることを超えていることを超えていることを超えていること。  
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ページ 改    正    案 現        行 ２４～  ２５ なお，ダクタイル鋳鉄管，ヒューム管（外圧１種，２種管），強化プラス チック複合管，硬質塩化ビニル管の管種で３００ｍｍ以下の下水道管の埋 設について，電線，水道管，ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場 合における埋設の深さなどなどなどなどについてにより，最小被被被被りりりりを次表として運用し てよよよよいが，道路管理者に浅層埋設基準の運用についての確認が必要である。 浅層埋設基準              注１ ヒューム管（外圧１種）を用いる場合には，当該下水道管と路面の距 離は１ｍ以下としないこと。     注２ 車両の通行が激しい幹線道路，輪荷重や振動の影響を受ける軌道敷敷敷敷地地地地    内，又は，やむを，又は，やむを，又は，やむを，又は，やむを得得得得ず土ず土ず土ず土被被被被りが小さくなるりが小さくなるりが小さくなるりが小さくなる場合には，管きょきょきょきょの安全性を 確認するとともに，高強度管の採用や適切な防護工を検討する必要があ必要があ必要があ必要があ    る。る。る。る。 注３ 私道などになどになどになどに布布布布設する設する設する設する場合には，排水施設の接続に支障がなく，上載荷 重や管理上の条件などなどなどなどに問題ががががないことを確認した上で，管きょきょきょきょの埋設 深を浅くすることができる。 注４ 寒冷地での施工の際には，管きょきょきょきょの最小土被被被被りりりりは凍結深度を考慮す る。 

なお，ダクタイル鋳鉄管，ヒューム管（外圧１種，２種管），強化プラスチ ック複合管，硬質塩化ビニール管の管種で３００mm 以下の下水道管の埋設 について，電線，水道管，ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合に おける埋設の深さ等等等等についてにより，最小土かかかかぶぶぶぶりりりりを次表として運用して良良良良    いが，道路管理者に浅層埋設基準の運用についての確認が必要である。 浅層埋設基準              注 1）ヒューム管（外圧１種）を用いる場合には，当該下水道管と路面の距離は 1ｍ以下としないこと。 注 2）車両の通行が激しい幹線道路，輪荷重や振動の影響を受ける軌道敷敷敷敷きききき内のののの場合には，管渠渠渠渠の安全性を確認するとともに，高強度管の採用や適切な防護工を検討することことことこと。 注 3）私道にににに敷敷敷敷設する設する設する設する場合には，排水施設の接続に支障がなく，上載荷重や管理上の条件等等等等に問題ののののないことを確認した上で，管渠渠渠渠の埋設深を浅くすることができる。 注 4）寒冷地での施工の際には，管渠渠渠渠の最小土かかかかぶぶぶぶりりりりは凍結深度を考慮すること。 

   

下水道管種別 頂部と路面との距離 下 水 道 管 の 本 線 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が 1ｍに満たない場合には，
1ｍ）以下にしないこと。 下水道管の本線以外の線 

車道 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が０．６ｍに満たない場合には０．６ｍ）以下にしないこと。 歩道 

０．５ｍ以下にしないこと。ただし切り下げ部があり，０．５ｍ以下となるときは，あらかじめ十分な強度を有する管路などなどなどなどを使用する場合を除き，防護処置が必要。 

 

下水道管種別 頂部と路面との距離 下 水 道 管 の 本 線 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が 1ｍに満たない場合には，
1ｍ）以下にしないこと。 下水道管の本線以外の線 

車道 

当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値（当該値が０．６ｍに満たない場合には０．６ｍ）以下にしないこと。 歩道 

０．５ｍ以下にしないこと。ただし切り下げ部があり，０．５ｍ以下となるときは，あらかじめ十分な強度を有する管路等等等等を使用する場合を除き，防護処置が必要。 
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ページ 改    正    案 現        行 ２５～２６ カカカカ ます・マンホールなどなどなどなど       （ア）ます又はマンホール       専専専専ら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうちちちち暗暗暗暗きょであるきょであるきょであるきょである構構構構造の部分の次に造の部分の次に造の部分の次に造の部分の次に    掲げる箇所には，ます又は掲げる箇所には，ます又は掲げる箇所には，ます又は掲げる箇所には，ます又はママママンンンンホホホホールが設けられていること。ールが設けられていること。ールが設けられていること。ールが設けられていること。    ａａａａ    管きょの管きょの管きょの管きょの始始始始まる箇所まる箇所まる箇所まる箇所         ｂｂｂｂ    下水の流下水の流下水の流下水の流路路路路の方向，勾配又はの方向，勾配又はの方向，勾配又はの方向，勾配又は横横横横断面が著しく断面が著しく断面が著しく断面が著しく変変変変化する箇所（管きょ化する箇所（管きょ化する箇所（管きょ化する箇所（管きょ    のののの清掃清掃清掃清掃上支障がない箇所を除く。）上支障がない箇所を除く。）上支障がない箇所を除く。）上支障がない箇所を除く。）         ｃｃｃｃ    管きょの内管きょの内管きょの内管きょの内径径径径又は内法幅の１２０又は内法幅の１２０又は内法幅の１２０又は内法幅の１２０倍倍倍倍を超えない範囲内のを超えない範囲内のを超えない範囲内のを超えない範囲内の長長長長さごとのさごとのさごとのさごとの                            管きょの部分のその管きょの部分のその管きょの部分のその管きょの部分のその清掃清掃清掃清掃上適当な場上適当な場上適当な場上適当な場所所所所    ただし，施設管ただし，施設管ただし，施設管ただし，施設管理理理理者者者者とのとのとのとの協議協議協議協議によりによりによりにより別別別別に定める場合は，その定めにに定める場合は，その定めにに定める場合は，その定めにに定める場合は，その定めに    よることができる。よることができる。よることができる。よることができる。 （イ）雨水ます       雨水ますの底部には，深さ１５ｃｍ以上の泥溜を設け，蓋蓋蓋蓋は，は，は，は，鋳鋳鋳鋳鉄鉄鉄鉄製製製製    （（（（ダダダダクトクトクトクトタイルを含む），タイルを含む），タイルを含む），タイルを含む），鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリ鉄筋コンクリーーーートトトト製製製製，，，，ププププラスラスラスラスチチチチックックックック製製製製及びその及びその及びその及びその    他の他の他の他の堅固堅固堅固堅固でででで耐耐耐耐久久久久性性性性のあるのあるのあるのある材料材料材料材料とするとするとするとすること。こと。こと。こと。    （ウ）汚水ます 汚水ますには，底部にインバートをつけ，蓋は鋳鉄製（ダクトタイル を含む），，，，鉄筋コンクリート製，，，，ププププラスラスラスラスチチチチックックックック製製製製及び及び及び及びその他の堅固で水水水水密密密密    性性性性をををを確確確確保でき，保でき，保でき，保でき，耐久性のある材料材料材料材料で造られたで造られたで造られたで造られた密閉蓋とすること。    ４ 防災施設 （１）暗きょなどきょなどきょなどきょなどの設置 ア 渓流を埋め立てる場合には，本川，支川を問わず在来の渓床に必ず暗きょきょきょきょ    工を設けること。暗きょきょきょきょ工は，樹枝状に埋設し，完全に地下水の排除ができ るように計画すること。支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２    ０ｍ以下の間隔で集水暗０ｍ以下の間隔で集水暗０ｍ以下の間隔で集水暗０ｍ以下の間隔で集水暗きょきょきょきょを設けること。暗を設けること。暗を設けること。暗を設けること。暗きょきょきょきょ工における幹線部分の管工における幹線部分の管工における幹線部分の管工における幹線部分の管    径は，３０径は，３０径は，３０径は，３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上とし，支線部分の管径は，１５以上とし，支線部分の管径は，１５以上とし，支線部分の管径は，１５以上とし，支線部分の管径は，１５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上とすること。以上とすること。以上とすること。以上とすること。    幹線部分の暗きょきょきょきょ工は，有孔ヒューム管などなどなどなどにフィルターを巻いた構造と し，集水部分は，有孔ヒューム管などなどなどなどを用いる地下排水溝などの構造とする こと。 

オオオオ    ます・マンホール等等等等 （ア)ます又はマンホール ます又はます又はます又はます又はママママンンンンホホホホールは，ールは，ールは，ールは，維維維維持持持持管管管管理理理理のうえで必要な箇所，管のうえで必要な箇所，管のうえで必要な箇所，管のうえで必要な箇所，管渠渠渠渠のののの起点起点起点起点及び及び及び及び方向又は勾配が著しく方向又は勾配が著しく方向又は勾配が著しく方向又は勾配が著しく変変変変化する箇所，管化する箇所，管化する箇所，管化する箇所，管渠径渠径渠径渠径等等等等のののの変変変変化する箇所，段化する箇所，段化する箇所，段化する箇所，段差差差差の生の生の生の生ずる箇所，管ずる箇所，管ずる箇所，管ずる箇所，管渠渠渠渠のののの会会会会合する箇所に必要に応じて設けるものとし，管合する箇所に必要に応じて設けるものとし，管合する箇所に必要に応じて設けるものとし，管合する箇所に必要に応じて設けるものとし，管渠渠渠渠の直の直の直の直線線線線部の部の部の部のママママンンンンホホホホールールールール最大最大最大最大間隔は，管間隔は，管間隔は，管間隔は，管渠径渠径渠径渠径によって次表のとおりとする。ただによって次表のとおりとする。ただによって次表のとおりとする。ただによって次表のとおりとする。ただし，管し，管し，管し，管径径径径が３００が３００が３００が３００mmmmmmmmを超える場合は，管を超える場合は，管を超える場合は，管を超える場合は，管渠渠渠渠の内の内の内の内径径径径又は内のり幅の１２０又は内のり幅の１２０又は内のり幅の１２０又は内のり幅の１２０倍倍倍倍を超えないこと。また，を超えないこと。また，を超えないこと。また，を超えないこと。また，構構構構造は，造は，造は，造は，円型円型円型円型又は角又は角又は角又は角型型型型ののののコンクリコンクリコンクリコンクリーーーートトトト造とするこ造とするこ造とするこ造とすること。と。と。と。        （イ）雨水ます  雨水ますの底部には，深さ１５cm 以上の泥溜を設け、蓋を設置すること。を設置すること。を設置すること。を設置すること。 （ウ）汚水ます 汚水ますには，底部にインバートをつけ，蓋は鋳鉄製（ダクタイルを含む） 又は又は又は又は鉄筋コンクリート製その他の堅固で耐久性のある材質の密閉蓋とする こと。 

 ４ 防災施設 （１）暗渠渠渠渠等等等等の設置 ア 渓流を埋め立てる場合には，本川，支川を問わず在来の渓床に必ず暗渠渠渠渠工 を設けること。暗渠渠渠渠工は，樹枝状に埋設し，完全に地下水の排除ができるよ うに計画すること。 幹線部分の暗渠渠渠渠工は，有孔ヒューム管等等等等にフィルターを巻いた構造とし， 集水部分は，有孔ヒューム管等等等等を用いる地下排水溝などの構造とすること。 

 

  

管管管管径径径径とととと最大最大最大最大間隔間隔間隔間隔    管管管管径径径径（（（（mmmmmmmm））））    333300000000以下以下以下以下    666600000000以下以下以下以下    1111,,,,000000000000以下以下以下以下    1111,,,,500500500500以下以下以下以下    1111,6,6,6,650505050以上以上以上以上    最大最大最大最大間隔（ｍ）間隔（ｍ）間隔（ｍ）間隔（ｍ）    50505050    77775555    100100100100    150150150150    200200200200    
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ページ 改    正    案 現        行 ２６～２７ 排水は，表面のりのりのりのり面，小段，暗きょきょきょきょなど系統的に排水施設を計画し，造 成部分の一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。 なお，盛土と現地盤との間に湧水又は地下浸透水が生じるおそ れがある場合は，次図のような暗きょきょきょきょを設けて排水すること。           イ 略 ウ 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前の地盤の谷筋又は傾斜している方向に約５０mの間隔にその盛土の高さの５分の１以上の高さの蛇籠堰堤，コンクリート堰提などを暗きょきょきょきょとともに埋設し，盛土の下端の部分にすべり止めの擁壁を設置すること。                 

排水は，表面法法法法面，小段，暗渠渠渠渠など系統的に排水施設を計画し，造成部 分の一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。 なお，盛土と現地盤との間に湧水又は地下浸透水が生じるおそれがある 場合は，次図のような暗渠渠渠渠を設けて排水すること。            イ 略 ウ 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前の地盤の谷筋又は傾斜している方向に約５０mの間隔にその盛土の高さの５分の１以上の高さの蛇籠堰堤，コンクリート堰提などを暗渠渠渠渠とともに埋設し，盛土の下端の部分にすべり止めの擁壁を設置すること。       （２）（２）（２）（２）沈沈沈沈砂砂砂砂池池池池の設置の設置の設置の設置 開発開発開発開発にににに伴伴伴伴い区域外のい区域外のい区域外のい区域外の人人人人家家家家，，，，公共公共公共公共施設などに土砂の流出が施設などに土砂の流出が施設などに土砂の流出が施設などに土砂の流出が予予予予想される場合は，想される場合は，想される場合は，想される場合は，開発開発開発開発区域の地表勾配及び地質を区域の地表勾配及び地質を区域の地表勾配及び地質を区域の地表勾配及び地質を考慮考慮考慮考慮し，区域内の適地にし，区域内の適地にし，区域内の適地にし，区域内の適地に沈沈沈沈砂砂砂砂池池池池又は土砂又は土砂又は土砂又は土砂留留留留堰堰堰堰堤堤堤堤を設けること。ただし，を設けること。ただし，を設けること。ただし，を設けること。ただし，調調調調整池整池整池整池とととと併併併併用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。    
  

粗朶 地　山　線砂利栗石有孔ヒューム管等300mm～1,500mm
 

粗朶 地　山　線砂利栗石有孔ヒューム管等300mm～1,500mm
 

  すべり止め すべり止め 

 

  すべり止め すべり止め 
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ページ 改    正    案 現        行 ２７ （２）（２）（２）（２）流出量の調整 開発に伴い河川などなどなどなどの流域の流出機構が変化するなどにより，河川などなどなどなどへ の流入量が著しく増加し，災害を誘発するおそれがあり，かつ，下流河川などなどなどなど    の改修又は，排水施設の整備が開発のスピードに追いつかない場合は，別紙２ の｢宅地開発等に伴う流量調整要領｣に基づき開発を行う者が河川などなどなどなどの改修 又は調整池の設置などを行うこと。 （３）（３）（３）（３）工事中の防災対策などなどなどなど アアアア 工事の施行に伴う災害の防止及び河川への濁水流入防止措置などを講じ ること。      なお，河川への濁水流入防止措置については，別紙３の｢宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領｣によること。  イイイイ    工事施工中においては，工事施工中においては，工事施工中においては，工事施工中においては，急激急激急激急激な出水，な出水，な出水，な出水，濁濁濁濁水及び土砂の流出が生じないよ水及び土砂の流出が生じないよ水及び土砂の流出が生じないよ水及び土砂の流出が生じないよう，周辺の土地利用う，周辺の土地利用う，周辺の土地利用う，周辺の土地利用状況状況状況状況，造成規，造成規，造成規，造成規模模模模，施工時，施工時，施工時，施工時期期期期などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案し，必要な箇所し，必要な箇所し，必要な箇所し，必要な箇所については，については，については，については，濁濁濁濁水などを一時水などを一時水などを一時水などを一時的的的的にににに滞滞滞滞留留留留させ，あわせて土砂をさせ，あわせて土砂をさせ，あわせて土砂をさせ，あわせて土砂を沈沈沈沈殿殿殿殿させるさせるさせるさせる機機機機能能能能などを有する施設（設計などを有する施設（設計などを有する施設（設計などを有する施設（設計堆堆堆堆積土砂量については，積土砂量については，積土砂量については，積土砂量については，別紙別紙別紙別紙２の｢宅地２の｢宅地２の｢宅地２の｢宅地開発等開発等開発等開発等にににに伴伴伴伴う流量う流量う流量う流量調調調調整整整整要要要要領領領領｣｣｣｣別紙別紙別紙別紙｢｢｢｢調調調調整池整池整池整池設置基準｣設置基準｣設置基準｣設置基準｣第第第第８８８８条条条条による。）を設置すること。による。）を設置すること。による。）を設置すること。による。）を設置すること。  （平成 ６年１０月 １日 施行） （平成１２年 ６月２０日 一部改正） （平成２０年 ３月 ４日 一部改正） （平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年１１１１１１１１月月月月    １１１１日日日日    一部改一部改一部改一部改正正正正） この改正規定は，平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年１１１１１１１１月月月月    １１１１日日日日から適用する。 

（３）（３）（３）（３）流出量の調整 開発に伴い河川等等等等の流域の流出機構が変化するなどにより，河川等等等等への流 入量が著しく増加し，災害を誘発するおそれがあり，かつ，下流河川等等等等の改修 又は，排水施設の整備が開発のスピードに追いつかない場合は，別紙２の｢宅 地開発等に伴う流量調整要領｣に基づき開発を行う者が河川等等等等の改修又は調整 池の設置などを行うこと。 （４）（４）（４）（４）工事中の防災対策等等等等    工事の施行に伴う災害の防止及び河川への濁水流入防止措置などを講じる こと。            （平成 ６年１０月 １日 施行） （平成１２年 ６月２０日 一部改正） （平成２０年 ３月 ４日 一部改正）  この改正規定は，平成２０平成２０平成２０平成２０年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日から適用する。 ２８～３９ 別紙１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

     
別紙１ 略     

 

 


